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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極と、
　酸化物半導体膜と、
　前記ゲート電極と前記酸化物半導体膜との間のゲート絶縁膜と、
　前記酸化物半導体膜上のソース電極及びドレイン電極と、
　前記酸化物半導体膜上、並びに、ソース電極及びドレイン電極上の酸化物絶縁膜と、
　前記酸化物絶縁膜上の窒化物絶縁膜と、
　前記窒化物絶縁膜上の画素電極と、を有し、
　前記酸化物絶縁膜は、前記酸化物半導体膜と接し、
　前記酸化物絶縁膜は、前記ソース電極及び前記ドレイン電極の側端面において低密度領
域を有し、
　前記窒化物絶縁膜は、前記酸化物絶縁膜に接し、且つ、前記低密度領域を覆うように設
けられ、
　前記酸化物絶縁膜及び前記窒化物絶縁膜は、開口部を有し、
　前記画素電極は、前記開口部を介して前記ソース電極及び前記ドレイン電極の一方と電
気的に接続されることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記酸化物半導体膜は、Ｉｎと、Ｇａと、Ｚｎと、を有することを特徴とする半導体装
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置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書等で開示する発明は、半導体装置および半導体装置の作製方法に関する。
【０００２】
　なお、本明細書等において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装
置全般を指し、電気光学装置、画像表示装置、半導体回路および電子機器は全て半導体装
置である。
【背景技術】
【０００３】
　絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜を用いてトランジスタを構成する技術
が注目されている。該トランジスタは集積回路（ＩＣ）や画像表示装置（単に表示装置と
も表記する）のような電子デバイスに広く応用されている。トランジスタに適用可能な半
導体薄膜としてシリコン系半導体材料が広く知られているが、その他の材料として酸化物
半導体が注目されている。
【０００４】
　例えば、酸化物半導体として、酸化亜鉛、または、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物半導体を
用いてトランジスタを作製する技術が開示されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１６５５２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　また、例えば、酸化物半導体を用いたトランジスタで半導体装置（例えば液晶パネルな
ど）を作る場合、酸化物半導体を用いたトランジスタ上に層間絶縁膜を設ける必要がある
。
【０００７】
　層間絶縁膜は集積回路において、トランジスタと配線、配線間の絶縁をとるのみでなく
、トランジスタの特性安定化を図る上で重要な要素となる。
【０００８】
　そこで、本発明は、酸化物半導体を用いたトランジスタ上に層間絶縁膜を有する半導体
装置の電気特性の変動を抑制することを課題の一とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様は、半導体膜上におけるソース電極およびドレイン電極によって形成さ
れる段差領域に空隙部を有し、酸化シリコンを成分として含む第１の絶縁膜と、第１の絶
縁膜の空隙部を塞ぐように第１の絶縁膜に接して設けられた窒化シリコンを成分として含
む第２の絶縁膜とを含む構成とする。当該構成とすることで、第１の絶縁膜に生じた空隙
部がさらに外側に空隙部が広がることを防ぐことができる。より具体的には、例えば以下
の構成とすることができる。
【００１０】
　本発明の一態様は、ゲート絶縁膜を介してゲート電極と少なくとも一部が重なる半導体
膜と、半導体膜の上面部の一部と接触する領域を有するソース電極およびドレイン電極と
、ソース電極、ドレイン電極および半導体膜を覆い、半導体膜上におけるソース電極およ
びドレイン電極によって形成される段差領域に空隙部を有し、酸化シリコンを成分として
含む第１の絶縁膜と、第１の絶縁膜の空隙部を塞ぐように第１の絶縁膜に接して設けられ
た窒化シリコンを成分として含む第２の絶縁膜と、を有する半導体装置である。
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【００１１】
　本発明の他の一態様は、半導体膜と、半導体膜の上面部の一部と接触する領域を有する
ソース電極およびドレイン電極と、ソース電極、ドレイン電極および半導体膜を覆い、半
導体膜上におけるソース電極およびドレイン電極によって形成される段差領域に空隙部を
有し、酸化シリコンを成分として含む第１の絶縁膜と、第１の絶縁膜の空隙部を塞ぐよう
に第１の絶縁膜に接して設けられた窒化シリコンを成分として含む第２の絶縁膜と、第２
の絶縁膜を介して半導体膜と重畳するゲート電極と、を有する半導体装置である。
【００１２】
　また、本発明の他の一態様は、上記構成の半導体装置において、ソース電極およびドレ
イン電極は、半導体膜に接する第１の導電膜と、第１の導電膜上の第２の導電膜を含む積
層構造を有し、第２の導電膜の側端面が第１の導電膜の上面にある。
【００１３】
　また、本発明の他の一態様は、上記構成の半導体装置において、第１の絶縁膜の膜密度
が２．２６ｇ／ｃｍ３以上２．５０ｇ／ｃｍ３以下であると好ましい。
【００１４】
　また、本発明の他の一態様は、上記構成の半導体装置において、第１の絶縁膜は、酸化
窒化シリコン膜であり、第２の絶縁膜は、窒化シリコン膜であると好ましい。
【００１５】
　また、本発明の他の一態様は、上記構成の半導体装置において、第１の絶縁膜の膜厚は
、前記第２の絶縁膜の膜厚より大きい。
【００１６】
　また、本発明の他の一態様は、上記構成の半導体装置において、半導体膜は、酸化物半
導体膜であると好ましい。
【００１７】
　また、本発明の他の一態様は、ゲート絶縁膜を介してゲート電極と少なくとも一部が重
なる半導体膜を形成し、半導体膜の上面部の一部と接触する領域を有するソース電極およ
びドレイン電極を形成し、ソース電極、ドレイン電極および半導体膜を覆い、半導体膜上
におけるソース電極およびドレイン電極によって形成される段差領域に空隙部を有し、酸
化シリコンを成分として含む第１の絶縁膜を形成し、第１の絶縁膜の空隙部を塞ぐように
第１の絶縁膜に接して設けられた窒化シリコンを成分として含む第２の絶縁膜を形成する
半導体装置の作製方法である。
【００１８】
　また、本発明の他の一態様は、半導体膜を形成し、半導体膜の上面部の一部と接触する
領域を有するソース電極およびドレイン電極を形成し、ソース電極、ドレイン電極および
半導体膜を覆い、半導体膜上におけるソース電極およびドレイン電極によって形成される
段差領域に空隙部を有し、酸化シリコンを成分として含む第１の絶縁膜を形成し、第１の
絶縁膜の空隙部を塞ぐように第１の絶縁膜に接して設けられた窒化シリコンを成分として
含む第２の絶縁膜を形成し、第２の絶縁膜上に半導体膜と重畳するゲート電極を形成する
半導体装置の作製方法である。
【００１９】
　また、本発明の他の一態様は、上記構成の半導体装置の作製方法において、ソース電極
およびドレイン電極は、半導体膜に接する第１の導電膜と、第１の導電膜上の第２の導電
膜を含む積層構造を有し、第１の導電膜および第２の導電膜のエッチング処理を行い、エ
ッチング処理により、第２の導電膜の側端面が第１の導電膜の上面にある。
【００２０】
　また、本発明の他の一態様は、上記構成の半導体装置の作製方法において、第１の絶縁
膜の膜密度が２．２６ｇ／ｃｍ３以上２．５０ｇ／ｃｍ３以下であると好ましい。
【００２１】
　また、本発明の他の一態様は、上記構成の半導体装置の作製方法において、第１の絶縁
膜は、酸化窒化シリコン膜であり、第２の絶縁膜は、窒化シリコン膜であると好ましい。
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【００２２】
　また、本発明の他の一態様は、上記構成の半導体装置の作製方法において、第１の絶縁
膜の膜厚は、第２の絶縁膜の膜厚より大きい。
【００２３】
　また、本発明の他の一態様は、上記構成の半導体装置の作製方法において、半導体膜は
、酸化物半導体膜であると好ましい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の一態様により、電気特性の変動を抑制し、信頼性の高い半導体装置を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】半導体装置の一態様を示す平面図および断面図。
【図２】半導体装置の作製方法の一例を示す図。
【図３】半導体装置の作製方法の一例を示す図。
【図４】半導体装置の一態様を示す平面図および断面図。
【図５】半導体装置の作製方法の一例を示す図。
【図６】半導体装置の作製方法の一例を示す図。
【図７】半導体装置の一態様を示す断面図。
【図８】空隙部の発生のプロセスを示す断面図。
【図９】表示装置の一形態を説明する断面図。
【図１０】表示装置の一形態を説明する断面図。
【図１１】表示装置の一形態を説明する断面図。
【図１２】表示装置の一形態を説明する図。
【図１３】半導体装置の一態様を説明する図。
【図１４】電子機器を説明する図。
【図１５】電子機器を説明する図。
【図１６】実施例における実施例試料のＳＴＥＭ像を示す図。
【図１７】実施例における実施例試料のＳＴＥＭ像を示す図。
【図１８】実施例における実施例試料のＳＴＥＭ像を示す図。
【図１９】実施例における実施例試料の電気特性を示す図。
【図２０】実施例における実施例試料の電気特性を示す図。
【図２１】実施例における実施例試料を説明する図。
【図２２】実施例における実施例試料のＳＩＭＳデータを示す図。
【図２３】実施例における実施例試料を説明する図。
【図２４】実施例における実施例試料のＳＩＭＳデータを示す図。
【図２５】加熱処理における窒素を有する酸化物絶縁膜の窒素、水素、水の移動を説明す
るモデル図。
【図２６】加熱処理における酸化物半導体膜の窒素、水素、水の移動を説明するモデル図
。
【図２７】加熱処理における酸化物半導体膜の酸素欠損の変化を説明するモデル図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下では、実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は以下の
説明に限定されず、本発明の趣旨およびその範囲から逸脱することなくその形態および詳
細を様々に変更し得ることは、当業者であれば容易に理解される。したがって、本発明は
、以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００２７】
　なお、「ソース」や「ドレイン」の機能は、異なる極性のトランジスタを採用する場合
や、回路動作において電流の方向が変化する場合などには入れかわることがある。このた



(5) JP 6525423 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

め、本明細書においては、「ソース」や「ドレイン」という用語は、入れかえて用いるこ
とができるものとする。
【００２８】
　「電気的に接続」には、「何らかの電気的作用を有するもの」を介して接続されている
場合が含まれる。ここで、「何らかの電気的作用を有するもの」は、接続対象間での電気
信号の授受を可能とするものであれば、特に制限はない。
【００２９】
　図面等において示す各構成の、位置、大きさ、範囲などは、理解を容易にするため、実
際の位置、大きさ、範囲などを表していない場合がある。このため、開示する発明は、必
ずしも、図面等に開示された位置、大きさ、範囲などに限定されない。
【００３０】
　「第１」、「第２」、「第３」などの序数詞は、構成要素の混同を避けるために付すも
のである。
【００３１】
　本明細書において、「平行」とは、二つの直線が－１０°以上１０°以下の角度で配置
されている状態をいう。従って、－５°以上５°以下の場合も含まれる。また、「垂直」
とは、二つの直線が８０°以上１００°以下の角度で配置されている状態をいう。従って
、８５°以上９５°以下の場合も含まれる。
【００３２】
　また、本明細書において、結晶が三方晶または菱面体晶である場合、六方晶系として表
す。
【００３３】
（実施の形態１）
　本実施の形態では、本発明の一態様の半導体装置について図面を用いて説明する。図１
に本発明の一態様の半導体装置である、トランジスタ４５０の上面図および断面図を示す
。図１（Ａ）はトランジスタ４５０の上面図を示し、図１（Ｂ）は図１（Ａ）に示す一点
鎖線Ａ－Ｂにおける断面図を示したものである。
【００３４】
　図１に示すトランジスタ４５０は、絶縁表面を有する基板４００上に設けられたゲート
電極４０２と、ゲート電極４０２上に設けられたゲート絶縁膜４０４と、ゲート絶縁膜４
０４上に設けられ、ゲート電極４０２と重畳する半導体膜４０６と、半導体膜４０６上に
設けられたソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂと、を有する。また、ソース
電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂを覆い、半導体膜４０６と接する絶縁膜４１２
をトランジスタ４５０の構成要素としてもよい。さらに絶縁膜４１２を覆う層間絶縁膜４
１４と、層間絶縁膜４１４上に、絶縁膜４１２および層間絶縁膜４１４に設けられた開口
部を介してドレイン電極４０８ｂと電気的に接続する電極４１６が設けられている。なお
、本実施の形態では、電極４１６がドレイン電極４０８ｂと電気的に接続しているがこれ
に限られず、電極４１６がソース電極４０８ａと電気的に接続していてもよい。
【００３５】
　本実施の形態において、ゲート絶縁膜４０４は、ゲート電極４０２と接するゲート絶縁
膜４０４ａと、ゲート絶縁膜４０４ａおよび半導体膜４０６と接するゲート絶縁膜４０４
ｂの積層構造とする。また、絶縁膜４１２は、半導体膜４０６、ソース電極４０８ａおよ
びドレイン電極４０８ｂと接する第１の絶縁膜である酸化物絶縁膜４１０と、酸化物絶縁
膜４１０上の保護膜として機能する第２の絶縁膜である窒化物絶縁膜４１１の積層構造と
する。また、酸化物絶縁膜４１０は、半導体膜４０６、ソース電極４０８ａおよびドレイ
ン電極４０８ｂと接し、低電力条件で形成され、被覆性が高い酸化物絶縁膜４１０ａと、
酸化物絶縁膜４１０ａ上の酸化物絶縁膜４１０ｂの積層構造とする。
【００３６】
　また、ソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂの側端面の段差により、段差を
覆う部分の酸化物絶縁膜４１０中に、空隙部４１３が生じる。この空隙部４１３は該空隙
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部４１３を形成する膜より低誘電率であるため、半導体装置の微細化に伴う配線間に生じ
る容量を低減することができ、高い集積度を保持しつつ、高速動作を可能とする。また、
この空隙部４１３の部分から半導体膜４０６に水分が浸入し、トランジスタ４５０の特性
に悪影響が及ぶ恐れがあるが窒化物絶縁膜４１１を酸化物絶縁膜４１０上に設けることで
酸化物絶縁膜４１０に生じた空隙部を覆うことができる。
【００３７】
　さらに、窒化物絶縁膜４１１によって空隙部４１３を遮断することで酸化物絶縁膜４１
０の外側に空隙部４１３が広がることを防ぐことができる。また、窒化物絶縁膜４１１に
よって空隙部４１３は、埋められることもある。また、窒化物絶縁膜４１１は、外部や後
に形成される層間絶縁膜４１４から水素または水素を含む化合物（水など）が半導体膜４
０６へと浸入することを抑制するバリア膜として機能する。
【００３８】
　次に、トランジスタ４５０の作製方法について図２および図３を用いて説明する。
【００３９】
　まず、絶縁表面を有する基板４００上に、ゲート電極４０２（これと同じ層で形成され
る配線を含む）を形成する。
【００４０】
　絶縁表面を有する基板４００に使用することができる基板に大きな制約はないが、少な
くとも後の熱処理に耐えられる程度の耐熱性を有することが必要となる。例えば、バリウ
ムホウケイ酸ガラスやアルミノホウケイ酸ガラス等のガラス基板、セラミック基板、石英
基板、サファイヤ基板などを用いることができる。また、シリコンや炭化シリコン等の単
結晶半導体基板、多結晶半導体基板、シリコンゲルマニウム等の化合物半導体基板、ＳＯ
Ｉ基板等を適用することができ、これらの基板に半導体素子が設けられたものを基板４０
０として用いてもよい。
【００４１】
　ゲート電極４０２の材料は、モリブデン、チタン、タンタル、タングステン、アルミニ
ウム、銅、クロム、ネオジム、スカンジウム等の金属材料またはこれらを主成分とする合
金材料を用いて形成することができる。また、ゲート電極４０２としてリン等の不純物元
素をドーピングした多結晶シリコン膜に代表される半導体膜、ニッケルシリサイド等のシ
リサイド膜を用いてもよい。
【００４２】
　また、ゲート電極４０２の材料は、酸化インジウム酸化スズ、酸化タングステンを含む
インジウム酸化物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むイ
ンジウム酸化物、酸化チタンを含むインジウムスズ酸化物、酸化インジウム酸化亜鉛、酸
化シリコンを添加したインジウムスズ酸化物等の導電性材料を適用することもできる。
【００４３】
　または、ゲート電極４０２の材料として、窒素を含むＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、窒素
を含むＩｎ－Ｓｎ系酸化物、窒素を含むＩｎ－Ｇａ系酸化物、窒素を含むＩｎ－Ｚｎ系酸
化物、窒素を含むＳｎ系酸化物、窒素を含むＩｎ系酸化物、金属窒化物膜（窒化インジウ
ム膜、窒化亜鉛膜、窒化タンタル膜、窒化タングステン膜など）を用いてもよい。これら
の材料は、５電子ボルト以上の仕事関数を有するため、これらの材料を用いてゲート電極
４０２を形成することでトランジスタの電気特性において、しきい値電圧をプラスにする
ことができ、ノーマリオフのスイッチングトランジスタを実現できる。また、ゲート電極
４０２は単層構造としてもよいし、例えば、窒化タンタルの上に銅が形成されている積層
構造としてもよい。ゲート電極４０２はテーパー形状としてもよく、例えばテーパー角を
１５°以上７０°以下とすればよい。ここで、テーパー角とは、テーパー形状を有する層
の側端面と、当該層の底面との間の角度を指す。
【００４４】
　次に、ゲート電極４０２を覆うようにゲート電極４０２上にゲート絶縁膜４０４を形成
する（図２（Ａ）参照）。ゲート絶縁膜４０４としては、プラズマＣＶＤ法、スパッタリ
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ング法等により、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、窒化シリ
コン膜、酸化アルミニウム膜、酸化ハフニウム膜、酸化イットリウム膜、酸化ジルコニウ
ム膜、酸化ガリウム膜、酸化タンタル膜、酸化マグネシウム膜、酸化ランタン膜、酸化セ
リウム膜および酸化ネオジム膜を一種以上含む絶縁膜を、単層で、または積層で用いる。
また、ゲート絶縁膜４０４の成膜後に酸素欠損を修復するためのマイクロ波プラズマ処理
を行ってラジカル酸化処理を行うことが好ましい。
【００４５】
　なお、本明細書等において、酸化窒化シリコンなどの「酸化窒化物」とは、その組成と
して、窒素よりも酸素の含有量が多いものをいう。
【００４６】
　なお、本明細書等において、窒化酸化シリコンなどの「窒化酸化物」とは、その組成と
して、酸素よりも窒素の含有量が多いものをいう。
【００４７】
　なお、ゲート絶縁膜４０４において、後に形成される半導体膜４０６と接する領域（本
実施の形態においては、ゲート絶縁膜４０４ｂ）は、酸化物絶縁膜であることが好ましい
。
【００４８】
　次に、ゲート絶縁膜４０４上に半導体膜４０６を成膜する（図２（Ｂ）参照）。
【００４９】
　半導体膜４０６は、非晶質半導体膜、多結晶半導体膜、微結晶半導体膜のいずれを用い
てもよい。また、非晶質半導体膜の材料としては、シリコンやシリコンゲルマニウム（Ｓ
ｉＧｅ）合金などを用いることができる。また、酸化物半導体膜を用いることができる。
【００５０】
　次に、半導体膜４０６上に導電膜を形成し、これをエッチング処理によって加工してソ
ース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂ（これと同じ層で形成される配線を含む）
を形成する（図２（Ｃ）参照）。
【００５１】
　ソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂとしては、例えば、Ａｌ、Ｃｒ、Ｃｕ
、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗから選ばれた元素を含む導電膜、または上述した元素を成分とす
る金属窒化物膜（窒化チタン膜、窒化モリブデン膜、窒化タングステン膜）等を用いるこ
とができる。また、Ａｌ、Ｃｕなどの導電膜の下側または上側の一方、または双方にＴｉ
、Ｍｏ、Ｗなどの高融点導電膜またはそれらの金属窒化物膜（窒化チタン膜、窒化モリブ
デン膜、窒化タングステン膜）を積層させた構成としてもよい。また、ソース電極４０８
ａおよびドレイン電極４０８ｂを、導電性の金属酸化物で形成してもよい。導電性の金属
酸化物としては酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、酸化亜鉛（Ｚｎ
Ｏ）、酸化インジウム酸化スズ（Ｉｎ２Ｏ３－ＳｎＯ２）、酸化インジウム酸化亜鉛（Ｉ
ｎ２Ｏ３－ＺｎＯ）またはこれらの金属酸化物材料に酸化シリコンを含ませたものを用い
ることができる。
【００５２】
　また、ソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂとして窒素を含むＩｎ－Ｇａ－
Ｚｎ－Ｏ膜、窒素を含むＩｎ－Ｓｎ－Ｏ膜、窒素を含むＩｎ－Ｇａ－Ｏ膜、窒素を含むＩ
ｎ－Ｚｎ－Ｏ膜、窒素を含むＳｎ－Ｏ膜、窒素を含むＩｎ－Ｏ膜等の金属窒化物膜を用い
ることができる。また、ソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂの端部は、テー
パー形状であることが好ましい。このようにすることで、絶縁膜の被覆性を向上させ、段
切れを防止することができる。ここで、テーパー角は、例えば、３０°以上７０°以下、
好ましくは３０°以上６０°以下とする。
【００５３】
　また、ソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂを膜の密着性や導電性などの界
面特性の問題から、例えば、図８（Ａ）のように導電膜４０７ａ、導電膜４０７ｂおよび
導電膜４０７ｃの積層構造として形成する場合において、導電膜の積層をエッチング処理
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によって加工すると、導電膜の種類によってエッチングされる速度が異なるため、図８（
Ｂ）に示すように導電膜４０７ｃの側端面が導電膜４０７ｂの上面に接し、導電膜４０７
ｂの側端面が導電膜４０７ａの上面に接することでソース電極４０８ａおよびドレイン電
極４０８ｂの側端面に段差が生じる。
【００５４】
　この段差により、図８（Ｃ）のように、後に形成される酸化物絶縁膜４１０中に空隙部
が生じる。また、本実施の形態では、ソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂの
側端面の段差が顕著である導電膜の積層構造を用いて説明しているが、これに限られず、
導電膜単層でも側端面の角部により後に形成される酸化物絶縁膜４１０中に空隙部が生じ
る。酸化物絶縁膜４１０中の空隙部については、後で説明する。
【００５５】
　次に、ゲート絶縁膜４０４、半導体膜４０６、ソース電極４０８ａおよびドレイン電極
４０８ｂを覆うように、絶縁膜４１２の一部である酸化物絶縁膜４１０を形成する（図３
（Ａ）参照）。
【００５６】
　酸化物絶縁膜４１０は、酸化物絶縁膜４１０ａおよび酸化物絶縁膜４１０ｂの積層膜で
あり、プラズマＣＶＤ法、スパッタリング法により形成することができ、半導体膜４０６
と接するため、半導体膜４０６へ酸素を供給することが可能な膜を用いることが好ましい
。また、酸化物絶縁膜４１０として、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜等を単層で、
または積層して用いることができる。また、酸化物絶縁膜４１０として、酸化ガリウム膜
、酸化アルミニウム膜、または酸化窒化アルミニウム膜等を用いることもできる。
【００５７】
　酸化物絶縁膜４１０ａは、プラズマＣＶＤ装置の真空排気された処理室内に載置された
基板を３００℃以上４００℃以下、さらに好ましくは３２０℃以上３７０℃以下に保持し
、処理室に原料ガスを導入して処理室内における圧力を１００Ｐａ以上２５０Ｐａ以下と
し、処理室内に設けられる電極に高周波電力を供給する条件により、酸化物絶縁膜４１０
ａとして、酸化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜を形成することができる。
【００５８】
　当該成膜条件において、基板温度を上記温度とすることで、シリコンおよび酸素の結合
力が強くなる。この結果、酸化物絶縁膜４１０ａとして、酸素が透過し、緻密であり、且
つ硬い酸化物絶縁膜、代表的には、２５℃において０．５重量％のフッ酸に対するエッチ
ング速度が１０ｎｍ／分以下、好ましくは８ｎｍ／分以下である酸化シリコン膜または酸
化窒化シリコン膜を形成することができる。
【００５９】
　ここでは、酸化物絶縁膜４１０ａとして、流量３０ｓｃｃｍのシランおよび流量４００
０ｓｃｃｍの一酸化二窒素を原料ガスとし、処理室の圧力を２００Ｐａ、基板温度を２２
０℃とし、２７．１２ＭＨｚの高周波電源を用いて１５０Ｗの高周波電力を平行平板電極
に供給したプラズマＣＶＤ法により、厚さ５０ｎｍの酸化窒化シリコン膜を形成する。当
該条件により、酸素が透過する酸化窒化シリコン膜を形成することができる。
【００６０】
　酸化物絶縁膜４１０ｂは、プラズマＣＶＤ装置の真空排気された処理室内に載置された
基板を１８０℃以上２６０℃以下、さらに好ましくは２００℃以上２４０℃以下に保持し
、処理室に原料ガスを導入して処理室内における圧力を１００Ｐａ以上２５０Ｐａ以下、
さらに好ましくは１００Ｐａ以上２００Ｐａ以下とし、処理室内に設けられる電極に０．
１７Ｗ／ｃｍ２以上０．５Ｗ／ｃｍ２以下、さらに好ましくは０．２５Ｗ／ｃｍ２以上０
．３５Ｗ／ｃｍ２以下の高周波電力を供給する条件により、酸化シリコン膜または酸化窒
化シリコン膜を形成する。
【００６１】
　酸化物絶縁膜４１０ｂの原料ガスとしては、シリコンを含む堆積性気体および酸化性気
体を用いることが好ましい。シリコンを含む堆積性気体の代表例としては、シラン、ジシ



(9) JP 6525423 B2 2019.6.5

10

20

30

40

50

ラン、トリシラン、フッ化シラン等がある。酸化性気体としては、酸素、オゾン、一酸化
二窒素、二酸化窒素等がある。
【００６２】
　酸化物絶縁膜４１０ｂの成膜条件として、上記圧力の処理室において上記パワー密度の
高周波電力を供給することで、プラズマ中で原料ガスの分解効率が高まり、酸素ラジカル
が増加し、原料ガスの酸化が進むため、酸化物絶縁膜４１０ｂ中における酸素含有量が化
学量論比よりも多くなる。しかしながら、基板温度が、上記温度であると、シリコンと酸
素の結合力が弱いため、加熱により酸素の一部が脱離する。この結果、化学量論的組成を
満たす酸素よりも多くの酸素を含み、加熱により酸素の一部が脱離する酸化物絶縁膜を形
成することができる。また、半導体膜４０６上に酸化物絶縁膜４１０ａが設けられている
。このため、酸化物絶縁膜４１０ｂの形成工程において、酸化物絶縁膜４１０ａが半導体
膜４０６の保護膜となる。これらの結果、半導体膜４０６へのダメージを低減しつつ、パ
ワー密度の高い高周波電力を用いて酸化物絶縁膜４１０ｂを形成することができる。
【００６３】
　このように酸化物絶縁膜４１０は、半導体膜４０６、ソース電極４０８ａおよびドレイ
ン電極４０８ｂと接し、低電力条件で形成され、被覆性が高い酸化物絶縁膜４１０ａと、
酸化物絶縁膜４１０ａ上の酸化物絶縁膜４１０ｂの積層構造にすると好ましい。
【００６４】
　また、ソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂの側端面に段差が生じていると
酸化物絶縁膜４１０を形成する際に図８（Ｃ）のような空隙部４１３が生じる。このよう
な空隙部４１３は、絶縁膜４１２の断面形状をＳＴＥＭ（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｔｒａｎｓ
ｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ）法によって観測することで
、確認することができる。この空隙部４１３は該空隙部４１３を形成する膜より低誘電率
であるため、半導体装置の微細化に伴う配線間に生じる容量を低減することができ、高い
集積度を保持しつつ、高速動作を可能とする。
【００６５】
　また、酸化物絶縁膜４１０は、膜中に空隙部を含む、低密度な膜である。酸化物絶縁膜
４１０は、空隙部（低密度領域）を有することにより、膜全体としてより膜密度が小さい
特徴を有する。
【００６６】
　絶縁膜４１２として、Ｘ線反射率法（ＸＲＲ：Ｘ－ｒａｙ　Ｒｅｆｌｅｃｔｏｍｅｔｒ
ｙ）によって測定される好ましい膜全体の膜密度は、２．２６ｇ／ｃｍ３以上２．５０ｇ
／ｃｍ３以下である。
【００６７】
　酸化物絶縁膜４１０を形成後、熱処理を行ってもよい。該熱処理の温度は、代表的には
、１５０℃以上基板歪み点未満、好ましくは２００℃以上４５０℃以下、さらに好ましく
は３００℃以上４５０℃以下とする。
【００６８】
　次に、酸化物絶縁膜４１０を覆うように窒化物絶縁膜４１１を形成する（図３（Ｂ）参
照）。
【００６９】
　窒化物絶縁膜４１１は、プラズマＣＶＤ法、スパッタリング法により形成することがで
き、窒化シリコン、窒化酸化シリコン等を単層で、または積層して用いることができる。
また、窒化物絶縁膜４１１として、窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウム等を用いる
こともできる。また、窒化物絶縁膜４１１を被覆性の高い膜とすると、ソース電極４０８
ａおよびドレイン電極４０８ｂの側端面の段差がより緩やかになるため（段差部分が平坦
化されるため）、段差に起因した空隙部が入りにくくなるので好ましい。また、窒化物絶
縁膜４１１の替わりに酸化アルミニウムを用いることもできる。
【００７０】
　窒化物絶縁膜４１１は、ソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂの側端面の段
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差により酸化物絶縁膜４１０に生じた空隙部を覆う機能を有する。さらに、窒化物絶縁膜
４１１によって空隙部を遮断することで酸化物絶縁膜４１０の外側に空隙部が広がること
を防ぐことができる。また、窒化物絶縁膜４１１によって空隙部は、埋められることもあ
る。また、窒化物絶縁膜４１１は、外部や後に形成される層間絶縁膜４１４から水素また
は水素を含む化合物（水など）が半導体膜４０６へと浸入することを抑制するバリア膜と
して機能するため、トランジスタの信頼性を向上させることができる。
【００７１】
　以上によって、本実施の形態のトランジスタ４５０を形成することができる。
【００７２】
　次に、トランジスタ４５０上に層間絶縁膜４１４を形成する。
【００７３】
　層間絶縁膜４１４は、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ベンゾシクロブテン系樹脂、ポリ
イミド、ポリアミド等の有機材料を用いることができる。また、上記有機材料の他に、シ
リコーン樹脂等を用いることができる。なお、これらの材料で形成される絶縁膜を複数積
層させて、層間絶縁膜４１４を形成してもよい。
【００７４】
　次に、絶縁膜４１２および層間絶縁膜４１４に開口部を設け、層間絶縁膜４１４上に該
開口部を介してドレイン電極４０８ｂと電気的に接続する電極４１６を形成する（図３（
Ｃ）参照）。
【００７５】
　電極４１６は、ソース電極４０８ａまたはドレイン電極４０８ｂに示す材料を適宜用い
ることができる。また、電極４１６は、酸化タングステンを含むインジウム酸化物、酸化
タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化物、酸化チ
タンを含むインジウム錫酸化物、インジウム錫酸化物（以下、ＩＴＯと示す）、インジウ
ム亜鉛酸化物、酸化シリコンを添加したインジウム錫酸化物などの透光性を有する導電性
材料を用いることができる。
【００７６】
　以上により、酸化物絶縁膜４１０の空隙部は、該空隙部を形成する膜より低誘電率であ
るため、半導体装置の微細化に伴う配線間に生じる容量を低減することができ、高い集積
度を保持しつつ、高速動作を可能とする。窒化物絶縁膜４１１によって空隙部を遮断する
ことで酸化物絶縁膜４１０の外側に空隙部が広がることを防ぐことができる。また、窒化
物絶縁膜４１１によって空隙部は、埋められることもある。また、窒化物絶縁膜４１１は
、外部や後に形成される層間絶縁膜４１４から水素または水素を含む化合物（水など）が
半導体膜４０６へと浸入することを抑制するバリア膜として機能するため、トランジスタ
４５０の信頼性を向上させることができる。
【００７７】
　以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと
適宜組み合わせて用いることができる。
【００７８】
（実施の形態２）
　本実施の形態では、実施の形態１と異なる半導体装置について図面を用いて説明する。
図４に本発明の一態様の半導体装置である、トランジスタ５５０の上面図および断面図を
示す。図４（Ａ）はトランジスタ５５０の上面図を示し、図４（Ｂ）は図４（Ａ）に示す
一点鎖線Ｃ－Ｄにおける断面図を示したものである。本実施の形態に示すトランジスタ５
５０は、実施の形態１に示すトランジスタ４５０と比較して、トップゲート構造のトラン
ジスタである点が異なる。
【００７９】
　図４に示すトランジスタ５５０は、絶縁表面を有する基板４００上に設けられた下地絶
縁膜４０１と、下地絶縁膜４０１上に設けられた半導体膜４０６と、下地絶縁膜４０１お
よび半導体膜４０６上に設けられたソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂと、
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ソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂを覆い、半導体膜４０６と接するゲート
絶縁膜５１２と、ゲート絶縁膜５１２上に設けられ、半導体膜４０６と重畳するゲート電
極４０２と、を有する。また、トランジスタ５５０を覆う層間絶縁膜４１４と、層間絶縁
膜４１４上に、絶縁膜４１２および層間絶縁膜４１４に設けられた開口部を介してドレイ
ン電極４０８ｂと電気的に接続する電極４１６が設けられている。なお、本実施の形態で
は、電極４１６がドレイン電極４０８ｂと電気的に接続しているがこれに限られず、電極
４１６がソース電極４０８ａと電気的に接続していてもよい。
【００８０】
　本実施の形態において、ゲート絶縁膜５１２は、半導体膜４０６、ソース電極４０８ａ
およびドレイン電極４０８ｂと接する第１の絶縁膜である酸化物絶縁膜５１０と、酸化物
絶縁膜５１０上の保護膜として機能する第２の絶縁膜である窒化物絶縁膜５１１の積層構
造とする。また、酸化物絶縁膜５１０は、半導体膜４０６、ソース電極４０８ａおよびド
レイン電極４０８ｂと接し、低電力条件で形成され、被覆性が高い酸化物絶縁膜５１０ａ
と、酸化物絶縁膜５１０ａ上の酸化物絶縁膜５１０ｂの積層構造とする。
【００８１】
　また、ソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂの側端面の段差により、段差を
覆う部分の酸化物絶縁膜５１０中に、空隙部４１３が生じる。この空隙部４１３は、該空
隙部４１３を形成する膜より低誘電率であるため、半導体装置の微細化に伴う配線間に生
じる容量を低減することができ、高い集積度を保持しつつ、高速動作を可能とする。また
、この空隙部４１３の部分から半導体膜４０６に水分が浸入し、トランジスタ５５０の特
性に悪影響が及ぶ恐れがあるが窒化物絶縁膜５１１を酸化物絶縁膜５１０上に設けること
で酸化物絶縁膜５１０に生じた空隙部を覆うことができる。
【００８２】
　さらに、窒化物絶縁膜５１１によって空隙部４１３を遮断することで酸化物絶縁膜５１
０の外側に空隙部４１３が広がることを防ぐことができる。また、窒化物絶縁膜５１１に
よって空隙部４１３は、埋められることもある。また、窒化物絶縁膜５１１は、外部や後
に形成される層間絶縁膜４１４から水素または水素を含む化合物（水など）が半導体膜４
０６へと浸入することを抑制するバリア膜として機能する。
【００８３】
　次に、トランジスタ５５０の作製方法について図５および図６を用いて説明する。
【００８４】
　まず、絶縁表面を有する基板４００上に、下地絶縁膜４０１を形成する。基板４００お
よび下地絶縁膜４０１の材料ならびに作製方法等は、実施の形態１の基板４００およびゲ
ート絶縁膜４０４を参酌することができる。
【００８５】
　次に、下地絶縁膜４０１上に半導体膜４０６を成膜する（図５（Ａ）参照）。半導体膜
４０６の材料ならびに作製方法等は、実施の形態１の半導体膜４０６を参酌することがで
きる。
【００８６】
　次に、半導体膜４０６上に導電膜を形成し、これをエッチング処理によって加工してソ
ース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂ（これと同じ層で形成される配線を含む）
を形成する（図５（Ｂ）参照）。ソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂの材料
ならびに作製方法等は、実施の形態１のソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂ
を参酌することができる。
【００８７】
　また、実施の形態１で示したようにソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂの
側端面に段差が生じ、この段差により後に形成されるゲート絶縁膜５１２中に空隙部が生
じる。ゲート絶縁膜５１２中に空隙部については、後で説明する。
【００８８】
　次に、下地絶縁膜４０１、半導体膜４０６、ソース電極４０８ａおよびドレイン電極４
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０８ｂを覆うように、ゲート絶縁膜５１２の一部である酸化物絶縁膜５１０を形成する（
図５（Ｃ）参照）。
【００８９】
　また、酸化物絶縁膜５１０は、下地絶縁膜４０１、半導体膜４０６、ソース電極４０８
ａおよびドレイン電極４０８ｂと接し低電力条件で形成され、被覆性が高い酸化物絶縁膜
５１０ａと、酸化物絶縁膜５１０ａ上の酸化物絶縁膜５１０ｂの積層構造にすると好まし
い。酸化物絶縁膜５１０の材料ならびに作製方法等は、実施の形態１の酸化物絶縁膜４１
０を参酌することができる。
【００９０】
　また、ソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂの側端面に段差が生じていると
酸化物絶縁膜５１０を形成する際に実施の形態１で示したような空隙部４１３が生じる。
この空隙部４１３は、該空隙部４１３を形成する膜より低誘電率であるため、半導体装置
の微細化に伴う配線間に生じる容量を低減することができ、高い集積度を保持しつつ、高
速動作を可能とする。
【００９１】
　また、酸化物絶縁膜５１０ｂは、膜中に空隙部４１３を含む、低密度な膜である。酸化
物絶縁膜５１０ｂは、低密度領域を有することにより、全体としての膜密度が小さい特徴
を有する。
【００９２】
　ゲート絶縁膜５１２として、Ｘ線反射率法（ＸＲＲ：Ｘ－ｒａｙ　Ｒｅｆｌｅｃｔｏｍ
ｅｔｒｙ）によって測定される好ましい膜全体の膜密度は、２．２６ｇ／ｃｍ３以上２．
５０ｇ／ｃｍ３以下である。
【００９３】
　次に、酸化物絶縁膜５１０を覆うように窒化物絶縁膜５１１を形成する（図６（Ａ）参
照）。窒化物絶縁膜５１１の材料ならびに作製方法等は、実施の形態１の窒化物絶縁膜４
１１を参酌することができる。
【００９４】
　窒化物絶縁膜５１１は、ソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂの側端面の段
差により酸化物絶縁膜５１０に生じた空隙部を覆う機能を有する。さらに、窒化物絶縁膜
５１１によって空隙部を遮断することで酸化物絶縁膜５１０の外側に空隙部が広がること
を防ぐことができる。また、窒化物絶縁膜５１１によって空隙部は、埋められることもあ
る。また、窒化物絶縁膜５１１は、外部や後に形成される層間絶縁膜４１４から水素また
は水素を含む化合物（水など）が半導体膜４０６へと浸入することを抑制するバリア膜と
して機能するため、トランジスタの信頼性を向上させることができる。
【００９５】
　次に、半導体膜４０６と重畳するゲート絶縁膜５１２上にゲート電極４０２を形成する
（図６（Ｂ）参照）。ゲート電極４０２の材料ならびに作製方法等は、実施の形態１のゲ
ート電極４０２を参酌することができる。
【００９６】
　以上によって、本実施の形態のトランジスタ５５０を形成することができる。
【００９７】
　次に、トランジスタ５５０上に層間絶縁膜４１４を形成し、絶縁膜４１２および層間絶
縁膜４１４に開口部を設け、層間絶縁膜４１４上に該開口部を介してドレイン電極４０８
ｂと電気的に接続する電極４１６を形成する（図６（Ｃ）参照）。層間絶縁膜４１４およ
び電極４１６の材料ならびに作製方法等は、実施の形態１の層間絶縁膜４１４および電極
４１６を参酌することができる。
【００９８】
　また、図６（Ｄ）に示すように、ゲート電極４０２上に酸化物絶縁膜および窒化物絶縁
膜からなる絶縁膜５３０を設けてもよい。酸化物絶縁膜を覆う窒化物絶縁膜を形成するこ
とで、ゲート電極４０２の側端面の角部により絶縁膜５３０中に空隙部が生じるが上記構
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成にすることで窒化物絶縁膜によって空隙部を遮断することで酸化物絶縁膜の外側に空隙
部が広がることを防ぐことができる。また、ゲート絶縁膜５１２を、酸化物絶縁膜を覆う
窒化物絶縁膜の積層構造にしなく、絶縁膜５３０を、酸化物絶縁膜を覆う窒化物絶縁膜の
積層構造にする構成としてもよい。
【００９９】
　以上により、酸化物絶縁膜５１０の空隙部は、該空隙部を形成する膜より低誘電率であ
るため、半導体装置の微細化に伴う配線間に生じる容量を低減することができ、高い集積
度を保持しつつ、高速動作を可能とする。また、窒化物絶縁膜５１１によって空隙部を遮
断することで酸化物絶縁膜５１０の外側に空隙部が広がることを防ぐことができる。また
、窒化物絶縁膜５１１によって空隙部は、埋められることもある。また、窒化物絶縁膜５
１１は、外部や後に形成される層間絶縁膜４１４から水素または水素を含む化合物（水な
ど）が半導体膜４０６へと浸入することを抑制するバリア膜として機能するため、トラン
ジスタ５５０の信頼性を向上させることができる。
【０１００】
　以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと
適宜組み合わせて用いることができる。
【０１０１】
（実施の形態３）
　本実施の形態では、実施の形態１および実施の形態２と異なる半導体装置について図７
を用いて説明する。
【０１０２】
　図７（Ａ）に示すトランジスタ５６０は、半導体膜４０６を介して対向する複数のゲー
ト電極を有することを特徴とする。トランジスタ５６０は、絶縁表面を有する基板４００
上に設けられたゲート電極５５２と、ゲート電極５５２上に設けられた下地絶縁膜４０１
と、下地絶縁膜４０１上に設けられた半導体膜４０６と、下地絶縁膜４０１および半導体
膜４０６上に設けられたソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂと、ソース電極
４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂを覆い、半導体膜４０６と接するゲート絶縁膜５１
２と、ゲート絶縁膜５１２上に設けられ、半導体膜４０６と重畳するゲート電極４０２と
、を有する。また、トランジスタ５６０を覆う層間絶縁膜４１４と、層間絶縁膜４１４上
に、絶縁膜４１２および層間絶縁膜４１４に設けられた開口部を介してドレイン電極４０
８ｂと電気的に接続する電極４１６が設けられている。
【０１０３】
　ゲート電極５５２の材料ならびに作製方法等は、実施の形態１のゲート電極４０２を参
酌することができる。
【０１０４】
　本実施の形態に示すトランジスタ５６０は、半導体膜４０６を介して対向するゲート電
極５５２およびゲート電極４０２を有する。ゲート電極５５２およびゲート電極４０２に
異なる電位を印加することで、トランジスタ５６０のしきい値電圧を制御することができ
る。または、ゲート電極５５２およびゲート電極４０２に同電位を印加することで、トラ
ンジスタ５６０のオン電流を増加させることができる。
【０１０５】
　また、酸化物絶縁膜４１０は、必ずしも２層構造である必要はない。例えば、図７（Ｂ
）に示すトランジスタ５７０は、実施の形態１のトランジスタ４５０の酸化物絶縁膜４１
０の酸化物絶縁膜４１０ｂ上にさらに酸化物絶縁膜４１０ｃを設けた構造となっている。
また、図７（Ｃ）に示すトランジスタ５８０は、さらに酸化物絶縁膜４１０ｃ上に酸化物
絶縁膜４１０ｄおよび酸化物絶縁膜４１０ｅの積層を設けた構造となっている。なお、酸
化物絶縁膜４１０ｃおよび酸化物絶縁膜４１０ｅは、酸化物絶縁膜４１０ａと同様のもの
を用いることができ、酸化物絶縁膜４１０ｄは、酸化物絶縁膜４１０ｂと同様のものを用
いることができる。
【０１０６】
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　また、酸化物絶縁膜４１０ｂと比較して低電力で形成された酸化物絶縁膜４１０ａは低
密度な膜となっており、ソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂの側端面の段差
に対する被覆性が高いため上記のように積層することで、段差を緩やかにすることができ
る。
【０１０７】
　そして、酸化物絶縁膜４１０ａ上に、酸化物絶縁膜４１０ａより緻密な膜である酸化物
絶縁膜４１０ｂを形成することにより、酸化物絶縁膜４１０ｂは酸化物絶縁膜４１０ａの
効果（段差への被覆性が高いことによる、段差部分の平坦化）により、段差に起因した空
隙部が入りにくくなる。
【０１０８】
　また、半導体膜４０６において、酸化物絶縁膜４１０ａと接する領域の膜厚は、ソース
電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂと接する領域の膜厚よりも小さい。半導体膜４
０６において、膜厚の小さい領域は、ソース電極４０８ａおよびドレイン電極４０８ｂと
なる導電膜の加工の際に一部がエッチングされることによって、またはソース電極４０８
ａおよびドレイン電極４０８ｂを形成後に半導体膜４０６の露出した領域にエッチング処
理を行うことによって、形成される。当該領域は、トランジスタ５７０およびトランジス
タ５８０のチャネル形成領域として機能する領域である。
【０１０９】
　半導体膜４０６において、チャネル形成領域の膜厚を小さくすることで、ソース電極４
０８ａおよびドレイン電極４０８ｂと接する領域の抵抗をチャネル形成領域と比較して低
減することができる。よって、半導体膜４０６と、ソース電極４０８ａおよびドレイン電
極４０８ｂとのコンタクト抵抗を低減することが可能となる。
【０１１０】
　以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと
適宜組み合わせて用いることができる。
【０１１１】
（実施の形態４）
　本実施の形態では、先の実施の形態において、半導体膜４０６に酸化物半導体膜を用い
た場合について説明する。
【０１１２】
　酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、オフ状態における電流値（オフ電流値）を低
く制御することができ、また、比較的高い電界効果移動度が得られるため、高速駆動が可
能である。また、先の実施の形態において、窒化物絶縁膜の下の酸化物絶縁膜を、酸素を
供給することができる膜にすることで、加熱時に窒化物絶縁膜によって閉空間になった空
隙部から酸素を放出させ、酸化物半導体膜に酸素を供給することで、上述の効果がより顕
著になる。以下で、酸化物半導体膜の成膜方法を説明する。
【０１１３】
　酸化物半導体膜の成膜方法は、スパッタリング法、ＭＢＥ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｅ
ａｍ　Ｅｐｉｔａｘｙ）法、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉ
ｏｎ）法、パルスレーザ堆積法（Ｐｕｌｓｅｄ　Ｌａｓｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ：Ｐ
ＬＤ法）、ＡＬＤ（Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法等を適宜用い
ることができる。
【０１１４】
　また、酸化物半導体膜に水素が多量に含まれると、酸化物半導体と結合することによっ
て、水素の一部がドナーとなり、キャリアである電子を生じてしまう。これにより、トラ
ンジスタのしきい値電圧がマイナス方向にシフトしてしまう。そのため、酸化物半導体膜
において、水素濃度は、５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは１×１０１８

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに
好ましくは１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。なお、上述の酸化物半導体膜中
の水素濃度は、二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓ
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ｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）で測定されるものである。
【０１１５】
　上述の理由により、酸化物半導体膜を成膜する際に用いるガスとしては、水、水素、水
酸基または水素化物などの不純物が含まれないことが好ましい。換言すると、純度が６Ｎ
以上好ましくは７Ｎ以上（すなわち、ガス中の不純物濃度を１ｐｐｍ以下、好ましくは０
．１ｐｐｍ以下）のガスを用いることが好ましい。
【０１１６】
　また、酸化物半導体膜を成膜するにあたり、成膜室内の水分（水、水蒸気、水素、水酸
基または水酸化物を含む）を除去するために、吸着型の真空ポンプ、例えば、クライオポ
ンプ、イオンポンプ、チタンサブリメーションポンプを用いることが好ましい。また、排
気手段は、ターボ分子ポンプにコールドトラップを加えたものであってもよい。クライオ
ポンプを用いて排気した成膜室は、例えば、水素原子、水（Ｈ２Ｏ）など水素原子を含む
化合物（より好ましくは炭素原子を含む化合物も）等が排気されるため、当該成膜室で成
膜した酸化物半導体膜に含まれる水素、水分などの不純物の濃度を低減できる。
【０１１７】
　なお、スパッタリング装置にて用いるターゲットは、相対密度が９０％以上１００％以
下、好ましくは９５％以上１００％以下であることが望ましい。相対密度の高いターゲッ
トを用いることにより、成膜した酸化物半導体膜は緻密な膜となる。
【０１１８】
　酸化物半導体膜の材料として、例えば、Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ－Ｏ系材料を用いればよい。こ
こで、金属元素Ｍは酸素との結合エネルギーがＩｎおよびＺｎよりも高い元素である。ま
たは、Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ－Ｏ系材料から酸素が脱離することを抑制する機能を有する元素で
ある。金属元素Ｍの作用によって、酸化物半導体膜の酸素欠損の生成が抑制される。その
ため、酸素欠損に起因するトランジスタの電気特性の変動を低減することができ、信頼性
の高いトランジスタを得ることができる。
【０１１９】
　金属元素Ｍは、具体的にはＡｌ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｇ
ａ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｓｎ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、
Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｈｆ、ＴａまたはＷとすればよく、好ましくはＡ
ｌ、Ｔｉ、Ｇａ、Ｙ、Ｚｒ、ＣｅまたはＨｆとする。金属元素Ｍは、前述の元素から一種
または二種以上選択すればよい。また、金属元素Ｍに変えてＧｅを用いることもできる。
【０１２０】
　ここで、Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ－Ｏ系材料で表される酸化物半導体は、Ｉｎの濃度が高いほど
キャリア移動度およびキャリア密度が高まる。結果、Ｉｎの濃度が高いほど導電率の高い
酸化物半導体となる。
【０１２１】
　以下では、酸化物半導体膜の構造について説明する。
【０１２２】
　酸化物半導体膜は、単結晶酸化物半導体膜と非単結晶酸化物半導体膜とに大別される。
非単結晶酸化物半導体膜とは、非晶質酸化物半導体膜、微結晶酸化物半導体膜、多結晶酸
化物半導体膜、ＣＡＡＣ－ＯＳ（Ｃ　Ａｘｉｓ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎ
ｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）膜などをいう。
【０１２３】
　非晶質酸化物半導体膜は、膜中における原子配列が不規則であり、結晶成分を有さない
酸化物半導体膜である。微小領域においても結晶部を有さず、膜全体が完全な非晶質構造
の酸化物半導体膜が典型である。
【０１２４】
　微結晶酸化物半導体膜は、例えば、１ｎｍ以上１０ｎｍ未満の大きさの微結晶（ナノ結
晶ともいう。）を含む。従って、微結晶酸化物半導体膜は、非晶質酸化物半導体膜よりも
原子配列の規則性が高い。そのため、微結晶酸化物半導体膜は、非晶質酸化物半導体膜よ
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りも欠陥準位密度が低いという特徴がある。
【０１２５】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、複数の結晶部を有する酸化物半導体膜の一つであり、ほとんどの
結晶部は、一辺が１００ｎｍ未満の立方体内に収まる大きさである。従って、ＣＡＡＣ－
ＯＳ膜に含まれる結晶部は、一辺が１０ｎｍ未満、５ｎｍ未満または３ｎｍ未満の立方体
内に収まる大きさの場合も含まれる。ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、微結晶酸化物半導体膜よりも
欠陥準位密度が低いという特徴がある。以下、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜について詳細な説明を行
う。
【０１２６】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）によって観察すると、結晶部同士の明確な境界、即ち
結晶粒界（グレインバウンダリーともいう。）を確認することができない。そのため、Ｃ
ＡＡＣ－ＯＳ膜は、結晶粒界に起因する電子移動度の低下が起こりにくいといえる。
【０１２７】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を、試料面と概略平行な方向からＴＥＭによって観察（断面ＴＥＭ観
察）すると、結晶部において、金属原子が層状に配列していることを確認できる。金属原
子の各層は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の膜を形成する面（被形成面ともいう。）または上面の凹
凸を反映した形状であり、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面または上面と平行に配列する。
【０１２８】
　一方、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を、試料面と概略垂直な方向からＴＥＭによって観察（平面Ｔ
ＥＭ観察）すると、結晶部において、金属原子が三角形状または六角形状に配列している
ことを確認できる。しかしながら、異なる結晶部間で、金属原子の配列に規則性は見られ
ない。
【０１２９】
　断面ＴＥＭ観察および平面ＴＥＭ観察より、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶部は配向性を有し
ていることがわかる。
【０１３０】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に対し、Ｘ線回折（ＸＲＤ：Ｘ－Ｒａｙ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ）
装置を用いて構造解析を行うと、例えばＩｎＧａＺｎＯ４の結晶を有するＣＡＡＣ－ＯＳ
膜のｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法による解析では、回折角（２θ）が３１°近傍にピーク
が現れる場合がある。このピークは、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶の（００９）面に帰属され
ることから、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶がｃ軸配向性を有し、ｃ軸が被形成面または上面に
概略垂直な方向を向いていることが確認できる。
【０１３１】
　一方、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に対し、ｃ軸に概略垂直な方向からＸ線を入射させるｉｎ－ｐ
ｌａｎｅ法による解析では、２θが５６°近傍にピークが現れる場合がある。このピーク
は、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶の（１１０）面に帰属される。ＩｎＧａＺｎＯ４の単結晶酸
化物半導体膜であれば、２θを５６°近傍に固定し、試料面の法線ベクトルを軸（φ軸）
として試料を回転させながら分析（φスキャン）を行うと、（１１０）面と等価な結晶面
に帰属されるピークが６本観察される。これに対し、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の場合は、２θを
５６°近傍に固定してφスキャンした場合でも、明瞭なピークが現れない。
【０１３２】
　以上のことから、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜では、異なる結晶部間ではａ軸およびｂ軸の配向は
不規則であるが、ｃ軸配向性を有し、かつｃ軸が被形成面または上面の法線ベクトルに平
行な方向を向いていることがわかる。従って、前述の断面ＴＥＭ観察で確認された層状に
配列した金属原子の各層は、結晶のａｂ面に平行な面である。
【０１３３】
　なお、結晶部は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を成膜した際、または加熱処理などの結晶化処理を
行った際に形成される。上述したように、結晶のｃ軸は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面ま
たは上面の法線ベクトルに平行な方向に配向する。従って、例えば、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の
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形状をエッチングなどによって変化させた場合、結晶のｃ軸がＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成
面または上面の法線ベクトルと平行にならないこともある。
【０１３４】
　また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜中の結晶化度が均一でなくてもよい。例えば、ＣＡＡＣ－ＯＳ
膜の結晶部が、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の上面近傍からの結晶成長によって形成される場合、上
面近傍の領域は、被形成面近傍の領域よりも結晶化度が高くなることがある。また、ＣＡ
ＡＣ－ＯＳ膜に不純物を添加する場合、不純物が添加された領域の結晶化度が変化し、部
分的に結晶化度の異なる領域が形成されることもある。
【０１３５】
　なお、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶を有するＣＡＡＣ－ＯＳ膜のｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ
法による解析では、２θが３１°近傍のピークの他に、２θが３６°近傍にもピークが現
れる場合がある。２θが３６°近傍のピークは、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜中の一部に、ｃ軸配向
性を有さない結晶が含まれることを示している。ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、２θが３１°近傍
にピークを示し、２θが３６°近傍にピークを示さないことが好ましい。
【０１３６】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を用いたトランジスタは、可視光や紫外光の照射による電気特性の変
動が小さい。よって、当該トランジスタは、信頼性が高い。
【０１３７】
　なお、酸化物半導体膜は、例えば、非晶質酸化物半導体膜、微結晶酸化物半導体膜、Ｃ
ＡＡＣ－ＯＳ膜のうち、二種以上を有する積層膜であってもよい。
【０１３８】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、例えば、多結晶である酸化物半導体スパッタリング用ターゲット
を用い、スパッタリング法によって成膜する。当該スパッタリング用ターゲットにイオン
が衝突すると、スパッタリング用ターゲットに含まれる結晶領域がａｂ面から劈開し、ａ
ｂ面に平行な面を有する平板状またはペレット状のスパッタリング粒子として剥離するこ
とがある。この場合、当該平板状のスパッタリング粒子が、結晶状態を維持したまま基板
に到達することで、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を成膜することができる。
【０１３９】
　また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を成膜するために、以下の条件を適用することが好ましい。
【０１４０】
　成膜時の不純物混入を低減することで、不純物によって結晶状態が崩れることを抑制で
きる。例えば、成膜室内に存在する不純物濃度（水素、水、二酸化炭素および窒素など）
を低減すればよい。また、成膜ガス中の不純物濃度を低減すればよい。具体的には、露点
が－８０℃以下、好ましくは－１００℃以下、さらに好ましくは－１２０℃以下である成
膜ガスを用いる。
【０１４１】
　また、成膜時の基板加熱温度を高めることで、基板到達後にスパッタリング粒子のマイ
グレーションが起こる。具体的には、基板加熱温度を１００℃以上７４０℃以下、好まし
くは２００℃以上５００℃以下として成膜する。成膜時の基板加熱温度を高めることで、
平板状のスパッタリング粒子が基板に到達した場合、基板上でマイグレーションが起こり
、スパッタリング粒子の平らな面が基板に付着する。
【０１４２】
　また、成膜ガス中の酸素割合を高め、電力を最適化することで成膜時のプラズマダメー
ジを軽減すると好ましい。成膜ガス中の酸素割合は、３０体積％以上、好ましくは１００
体積％とする。
【０１４３】
　スパッタリング用ターゲットの一例として、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物ターゲットにつ
いて以下に示す。
【０１４４】
　ＩｎＯＸ粉末、ＧａＯＹ粉末およびＺｎＯＺ粉末を所定のｍｏｌ数で混合し、加圧処理
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後、１０００℃以上１５００℃以下の温度で加熱処理をすることで多結晶であるＩｎ－Ｇ
ａ－Ｚｎ系酸化物ターゲットとする。なお、Ｘ、ＹおよびＺは任意の正数である。ここで
、所定のｍｏｌ比は、例えば、ＩｎＯＸ粉末、ＧａＯＹ粉末およびＺｎＯＺ粉末が、２：
２：１、８：４：３、３：１：１、１：１：１、４：２：３または３：１：２である。な
お、粉末の種類、およびその混合するｍｏｌ比は、作製するスパッタリング用ターゲット
によって適宜変更すればよい。
【０１４５】
　また、酸化物半導体膜は成膜直後において、化学量論的組成より酸素が多い過飽和の状
態とすることが好ましい。例えば、スパッタリング法を用いて酸化物半導体膜を成膜する
場合、成膜ガスの酸素の占める割合が多い条件で成膜することが好ましく、特に酸素雰囲
気（酸素ガス１００％）で成膜を行うことが好ましい。成膜ガスの酸素の占める割合が多
い条件、特に酸素ガス１００％の雰囲気で成膜すると、例えば、成膜温度を３００℃以上
としても、膜中からのＺｎの放出が抑えられる。
【０１４６】
　また、酸化物半導体膜は、複数の酸化物半導体膜が積層された構造でもよい。例えば、
酸化物半導体膜を、第１の酸化物半導体膜と第２の酸化物半導体膜の積層として、第１の
酸化物半導体膜と第２の酸化物半導体膜に、異なる組成の金属酸化物を用いてもよい。例
えば、第１の酸化物半導体膜に三つ金属元素を含む酸化物を用い、第２の酸化物半導体膜
に二つ金属元素を含む酸化物を用いてもよい。また、例えば、第１の酸化物半導体膜と第
２の酸化物半導体膜を、どちらも三つ金属元素を含む酸化物としてもよい。
【０１４７】
　また、第１の酸化物半導体膜と第２の酸化物半導体膜の構成元素を同一とし、両者の組
成を異ならせてもよい。例えば、第１の酸化物半導体膜の原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝
１：１：１とし、第２の酸化物半導体膜の原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：１：２とし
てもよい。また、第１の酸化物半導体膜の原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：２とし
、第２の酸化物半導体膜の原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝２：１：３としてもよい。
【０１４８】
　この時、第１の酸化物半導体膜と第２の酸化物半導体膜のうち、ゲート電極の近い側の
酸化物半導体膜のＩｎとＧａの含有率をＩｎ＞Ｇａとするとよい。また、ゲート電極から
遠い側の酸化物半導体膜のＩｎとＧａの含有率をＩｎ≦Ｇａとするとよい。
【０１４９】
　酸化物半導体では主として重金属のｓ軌道がキャリア伝導に寄与しており、Ｉｎの含有
率を高くすることによりｓ軌道のオーバーラップが多くなる傾向があるため、Ｉｎ＞Ｇａ
の組成となる酸化物はＩｎ≦Ｇａの組成となる酸化物と比較して高い移動度を備える。ま
た、ＧａはＩｎと比較して酸素欠損の形成エネルギーが大きく酸素欠損が生じにくいため
、Ｉｎ≦Ｇａの組成となる酸化物はＩｎ＞Ｇａの組成となる酸化物と比較して安定した特
性を備える。
【０１５０】
　チャネル側にＩｎ＞Ｇａの組成となる酸化物半導体を適用し、バックチャネル側（チャ
ネルの反対側）にＩｎ≦Ｇａの組成となる酸化物半導体を適用することで、トランジスタ
の移動度および信頼性をさらに高めることが可能となる。
【０１５１】
　また、第１の酸化物半導体膜と第２の酸化物半導体膜に、結晶性の異なる酸化物半導体
を適用してもよい。すなわち、単結晶酸化物半導体膜、多結晶酸化物半導体膜、非晶質酸
化物半導体膜、微結晶酸化物半導体膜、またはＣＡＡＣ－ＯＳ膜を適宜組み合わせた構成
としてもよい。また、第１の酸化物半導体膜と第２の酸化物半導体膜の少なくともどちら
か一方に非晶質酸化物半導体を適用すると、酸化物半導体膜の内部応力や外部からの応力
を緩和し、トランジスタの特性ばらつきが低減され、また、トランジスタの信頼性をさら
に高めることが可能となる。
【０１５２】
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　一方で、非晶質酸化物半導体は水素などのドナーとなる不純物を吸収しやすく、また、
酸素欠損を生じやすいためｎ型化されやすい。このため、チャネル側の酸化物半導体膜は
、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜などの結晶性を有する酸化物半導体を適用することが好ましい。
【０１５３】
　また、酸化物半導体膜を３層以上の積層構造とし、複数層の結晶性半導体膜で非晶質半
導体膜を挟む構造としてもよい。また、結晶性半導体膜と非晶質半導体膜を交互に積層す
る構造としてもよい。
【０１５４】
　また、酸化物半導体膜を複数層の積層構造とする場合の上記構成は、それぞれを適宜組
み合わせて用いることができる。
【０１５５】
　また、酸化物半導体膜を複数層の積層構造とし、各酸化物半導体膜の形成後に酸素を添
加してもよい。酸素の添加は、酸素雰囲気下による熱処理や、イオン注入法、イオンドー
ピング法、プラズマイマージョンイオンインプランテーション法、酸素を含む雰囲気下で
行うプラズマ処理などを用いることができる。
【０１５６】
　各酸化物半導体膜の形成毎に酸素を添加することで、酸化物半導体内の酸素欠損を低減
する効果を高めることができる。
【０１５７】
　また、酸化物半導体膜と接する絶縁膜として、Ｘ線反射率法（ＸＲＲ：Ｘ－ｒａｙ　Ｒ
ｅｆｌｅｃｔｏｍｅｔｒｙ）によって測定される好ましい膜全体の膜密度は、２．２６ｇ
／ｃｍ３以上２．５０ｇ／ｃｍ３以下であり、この範囲の膜密度を有する絶縁膜は、高い
酸素放出量を兼ね備えることができる。
【０１５８】
　絶縁膜を成膜する際に、原料ガスの活性種が被形成面（ここでは、ソース電極およびド
レイン電極の上面）に吸着された後、被形成面上を表面泳動するが、該絶縁膜が酸素を供
給することができる膜であると、原料ガスの活性種のダングリングボンドが絶縁膜中の過
剰な酸素で終端されて安定化し、原料ガスの活性種が被形成面上を表面泳動する移動量が
少なくなる。これに伴い、段差部等で成膜されにくい箇所があるため、空隙部が生じやす
い。さらに、その後に成膜される膜の原料ガスの活性種が該空隙部にまで入りにくく、空
隙部がさらに広がる。
【０１５９】
　また、窒化物絶縁膜の形成により、空隙部を閉空間とすることができ、閉空間になった
空隙部部分は酸素を多量に取り込むことができるため、加熱時に酸化物絶縁膜からの酸素
放出量を増大させることができる。よって、酸化物半導体膜中の酸素欠陥を酸化物絶縁膜
からの酸素で補填することができるため、トランジスタの信頼性を向上させることができ
る。
【０１６０】
　また、実施の形態３の図７（Ｂ）および図７（Ｃ）のように酸化物絶縁膜を積層する場
合、酸化物絶縁膜４１０ｂは、酸化物半導体膜に酸素を供給する膜となるため、酸化物絶
縁膜４１０ｂに接して高い印加電力で窒化物絶縁膜４１１を形成すると、酸化物絶縁膜４
１０ｂ中に含まれる過剰な酸素が脱離し、酸素供給能力が低下する恐れがある。
【０１６１】
　そのため、窒化物絶縁膜４１１の直下に、酸化物絶縁膜４１０ｃや酸化物絶縁膜４１０
ｅを設けることにより、窒化物絶縁膜４１１を形成することによる酸化物絶縁膜４１０ｂ
や酸化物絶縁膜４１０ｄの酸素供給能力の低下を抑制できる。
【０１６２】
　次に、加熱処理によって、酸化物半導体膜３１および酸素を供給することができる酸化
物絶縁膜３２における窒素、水素、水の移動のモデルについて、図２５乃至図２７を用い
て説明する。なお、図２５乃至図２７において、破線矢印は加熱により各原子が移動して
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いる様子を表し、実線矢印は加熱処理中または加熱処理前後の変化を表す。また、酸化物
絶縁膜３２として、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜を
用いて説明する。
【０１６３】
　図２５は、酸化物絶縁膜３２において、加熱処理により主に生じうるモデルを示す。
【０１６４】
　図２５（Ａ）は、加熱処理による窒素原子の挙動を示す。酸化物絶縁膜３２に含まれる
窒素原子Ｎ（ここでは２つの窒素原子）が加熱処理により、酸化物絶縁膜３２または表面
において結合し、窒素分子となり、酸化物絶縁膜３２から脱離するモデルである。
【０１６５】
　図２５（Ｂ）は、加熱処理による酸素原子の挙動を示すモデルである。酸化物絶縁膜３
２に含まれる、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素原子（ｅｘＯ、ここでは２
つの酸素原子）が加熱処理により、酸化物絶縁膜３２または表面において結合し、酸素分
子となり、酸化物絶縁膜３２から脱離する。
【０１６６】
　図２５（Ｃ）は、加熱処理による水素原子および酸素原子の挙動を示すモデルである。
酸化物絶縁膜３２に含まれる、水素原子Ｈ（ここでは２つの水素原子）および化学量論的
組成を満たす酸素よりも多くの酸素原子ｅｘＯが加熱処理により、酸化物絶縁膜３２また
は表面において結合し、水分子となり、酸化物絶縁膜３２から脱離する。
【０１６７】
　図２５（Ｄ）は、加熱処理による水分子の挙動を示すモデルである。酸化物絶縁膜３２
に含まれる水分子が加熱処理により、酸化物絶縁膜３２から脱離する。
【０１６８】
　以上のモデルのように、加熱処理によって、酸化物絶縁膜３２から、窒素、水素、およ
び水の一以上が脱離することで、膜中の窒素、水素、および水の含有量を低減することが
できる。
【０１６９】
　次に、酸化物半導体膜３１において、加熱処理に生じうるモデルを、図２６を用いて説
明する。
【０１７０】
　図２６（Ａ）は、加熱処理による窒素原子の挙動を示すモデルである。酸化物半導体膜
３１に含まれる窒素原子Ｎ（ここでは２つの窒素原子）が加熱処理により、酸化物半導体
膜３１、酸化物半導体膜３１および酸化物絶縁膜３２の界面、または酸化物絶縁膜３２若
しくは表面において結合し、窒素分子となり、酸化物半導体膜３１から脱離する。
【０１７１】
　図２６（Ｂ）は、加熱処理による水素原子および酸素原子の挙動を示すモデルである。
酸化物半導体膜３１に含まれる水素原子Ｈ（ここでは２つの水素原子）が加熱処理により
酸化物絶縁膜３２に移動した後、酸化物絶縁膜３２またはその表面において、化学量論的
組成を満たす酸素よりも多くの酸素原子ｅｘＯと結合し、水分子となり、酸化物絶縁膜３
２から脱離する。
【０１７２】
　図２６（Ｃ）は、加熱処理による水素原子および酸素原子の別の挙動を示すモデルであ
る。酸化物半導体膜３１に含まれる水素原子Ｈが、化学量論的組成を満たす酸素よりも多
くの酸素原子ｅｘＯと、加熱処理により、酸化物半導体膜３１、または酸化物半導体膜３
１および酸化物絶縁膜３２の界面において結合し、水分子となり、酸化物絶縁膜３２から
脱離する。
【０１７３】
　図２６（Ｄ）および図２６（Ｅ）は、加熱処理による水素原子および酸素原子の別の挙
動を示すモデルである。酸化物半導体膜３１に含まれる水素原子Ｈおよび酸素原子Ｏが、
加熱処理により、酸化物半導体膜３１、酸化物半導体膜３１および酸化物絶縁膜３２の界
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面、または酸化物絶縁膜３２若しくはその表面において結合し、水分子となり、酸化物絶
縁膜３２から脱離する。このとき、酸化物半導体膜３１において、酸素原子が脱離した位
置は図２６（Ｅ）に示すように、酸素欠損Ｖｏとなるが、酸化物絶縁膜３２に含まれる化
学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素原子ｅｘＯが酸素欠損Ｖｏの位置へ移動し、
酸素欠損Ｖｏを補填し、酸素原子Ｏとなる。
【０１７４】
　以上のことから、加熱処理によって、酸化物半導体膜３１から、窒素、水素、水の一以
上が脱離することで、膜中の窒素、水素、および水の含有量を低減することができる。
【０１７５】
　次に、加熱処理による、酸化物半導体膜３１の酸素欠損の変化のモデルについて、図２
７を用いて説明する。
【０１７６】
　化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素が酸化物半導体膜３１に移動すると、化
学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素は、第１の酸素原子の位置から第１の酸素原
子を押し出す。また、追い出された第１の酸素原子は第２の酸素原子の位置へ移動し、第
２の酸素原子を押し出す。このように、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素が
酸化物半導体膜３１に移動すると、複数の酸素原子の間において、酸素原子の押し出しが
順に繰り返される。図２７においては、複数の酸素原子の間における酸素原子の押し出し
を省略し、酸化物半導体膜３１に含まれる３つの酸素欠損（Ｖｏ＿１～Ｖｏ＿３）と、酸
素を供給することができる酸化物絶縁膜３２に含まれる酸素、具体的には化学量論的組成
を満たす酸素よりも多くの酸素原子（ｅｘＯ＿１～ｅｘＯ＿３）を用いて、酸素欠損の変
化のモデルについて説明する。なお、酸化物絶縁膜３２は、低電力条件で形成され、被覆
性が高い酸化物絶縁膜３２ａと、酸素を供給することができる酸化物絶縁膜３２ｂの積層
膜である。
【０１７７】
　図２７においては、酸化物半導体膜３１に含まれる３つの酸素欠損（Ｖｏ＿１～Ｖｏ＿
３）と、酸素を供給することができる酸化物絶縁膜３２ｂに含まれる酸素、具体的には化
学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素原子（ｅｘＯ＿１～ｅｘＯ＿３）を示す。
【０１７８】
　図２７（Ａ）は、加熱処理による、酸素欠損Ｖｏ＿１と、酸素原子ｅｘＯ＿１との反応
を示す。化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素原子ｅｘＯ＿１が、加熱処理によ
り、酸化物半導体膜３１に含まれる酸素欠損Ｖｏ＿１の位置に移動し、酸素欠損Ｖｏ＿１
を補填し、酸素原子Ｏ＿１となる。
【０１７９】
　次に、図２７（Ｂ）に示すように、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素原子
ｅｘＯ＿２が、酸化物半導体膜３１に含まれる酸素原子Ｏ＿１の位置に近づくと、酸素原
子Ｏ＿１の位置から、酸素原子Ｏが脱離する。脱離した酸素原子Ｏは、酸素欠損Ｖｏ＿２
の位置へ移動し、酸素欠損Ｖｏ＿２を補填し、酸素原子Ｏ＿２となる。一方、酸素原子が
脱離した酸素原子Ｏ＿１の位置は酸素欠損となるが、当該酸素欠損の位置に酸素原子ｅｘ
Ｏ＿２が移動し、酸素原子Ｏ＿１ａとなる。
【０１８０】
　次に、図２７（Ｃ）に示すように、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素原子
ｅｘＯ＿３が、酸化物半導体膜３１に含まれる酸素原子Ｏ＿１ａの位置に近づくと、酸素
原子Ｏ＿１ａの位置から、酸素原子Ｏが脱離する。脱離した酸素原子Ｏは、酸素原子Ｏ＿
２の位置へ移動する。酸素原子Ｏ＿２から酸素原子Ｏが脱離する。脱離した酸素原子Ｏは
、酸素欠損Ｖｏ＿３を補填し、酸素原子Ｏ＿３となる。一方、酸素原子が脱離した酸素原
子Ｏ＿１ａの位置は酸素欠損となるが、当該酸素欠損を酸素原子ｅｘＯ＿３が移動し、酸
素原子Ｏ＿１ｂとなる。また、酸素原子が脱離した酸素原子Ｏ＿２の位置においても同様
に、酸素欠損となるが、当該酸素欠損を酸素原子Ｏ＿１ａから脱離した酸素が移動し、酸
素原子Ｏ＿２ａとなる。
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【０１８１】
　以上の工程により、酸素を供給することができる酸化物絶縁膜３２ｂに含まれる酸素が
酸化物半導体膜３１に含まれる酸素欠損を補填することが可能である。また、酸化物半導
体膜３１の表面にある酸素欠損だけでなく、膜中の酸素欠損も加熱処理により補填される
。以上のことから、加熱しながら酸素を供給することができる酸化物絶縁膜３２ｂを形成
することで、または酸素を供給することができる酸化物絶縁膜３２ｂを設けた後、加熱処
理をすることで、酸化物半導体膜３１に含まれる酸素欠損量を低減することが可能である
。
【０１８２】
　また、酸化物半導体膜３１のバックチャネルに酸化物絶縁膜３２ａとして設けた酸素を
透過する酸化絶縁膜を介して、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化
物絶縁膜３２ｂを設けることで、酸化物半導体膜３１のバックチャネル側に酸素を移動さ
せることが可能であり、当該領域の酸素欠損を低減することができる。
【０１８３】
　以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと
適宜組み合わせて用いることができる。
【０１８４】
（実施の形態５）
　上記実施の形態で一例を示したトランジスタを用いて表示機能を有する半導体装置（表
示装置ともいう。）を作製することができる。また、トランジスタを含む駆動回路の一部
または全体を、画素部と同じ基板上に一体形成し、システムオンパネルを形成することが
できる。本実施の形態では、上記実施の形態で一例を示したトランジスタを用いた表示装
置の例について、図９乃至図１２を用いて説明する。なお、図１０（Ａ）、図１０（Ｂ）
および図１１は、図９（Ｂ）中でＭ－Ｎの一点鎖線で示した部位の断面構成を示す断面図
である。
【０１８５】
　図９（Ａ）において、第１の基板９０１上に設けられた画素部９０２を囲むようにして
、シール材９０５が設けられ、第２の基板９０６によって封止されている。図９（Ａ）に
おいては、第１の基板９０１上のシール材９０５によって囲まれている領域とは異なる領
域に、別途用意された基板上に単結晶半導体または多結晶半導体で形成された信号線駆動
回路９０３、および走査線駆動回路９０４が実装されている。また、信号線駆動回路９０
３、走査線駆動回路９０４、または画素部９０２に与えられる各種信号および電位は、Ｆ
ＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）９１８ａ、ＦＰＣ９１８ｂ
から供給されている。
【０１８６】
　図９（Ｂ）および図９（Ｃ）において、第１の基板９０１上に設けられた画素部９０２
と、走査線駆動回路９０４とを囲むようにして、シール材９０５が設けられている。また
画素部９０２と、走査線駆動回路９０４の上に第２の基板９０６が設けられている。よっ
て画素部９０２と、走査線駆動回路９０４とは、第１の基板９０１とシール材９０５と第
２の基板９０６とによって、表示素子と共に封止されている。図９（Ｂ）および図９（Ｃ
）においては、第１の基板９０１上のシール材９０５によって囲まれている領域とは異な
る領域に、別途用意された基板上に単結晶半導体または多結晶半導体で形成された信号線
駆動回路９０３が実装されている。図９（Ｂ）および図９（Ｃ）においては、信号線駆動
回路９０３、走査線駆動回路９０４、または画素部９０２に与えられる各種信号および電
位は、ＦＰＣ９１８から供給されている。
【０１８７】
　また、図９（Ｂ）および図９（Ｃ）においては、信号線駆動回路９０３を別途形成し、
第１の基板９０１に実装している例を示しているが、この構成に限定されない。走査線駆
動回路を別途形成して実装しても良いし、信号線駆動回路の一部または走査線駆動回路の
一部のみを別途形成して実装しても良い。
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【０１８８】
　なお、別途形成した駆動回路の接続方法は、特に限定されるものではなく、ＣＯＧ（Ｃ
ｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）方法、ワイヤボンディング方法、或いはＴＡＢ（Ｔａｐｅ　
Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）方法などを用いることができる。図９（Ａ）は、
ＣＯＧ方法により信号線駆動回路９０３、走査線駆動回路９０４を実装する例であり、図
９（Ｂ）は、ＣＯＧ方法により信号線駆動回路９０３を実装する例であり、図９（Ｃ）は
、ＴＡＢ方法により信号線駆動回路９０３を実装する例である。
【０１８９】
　また、表示装置は、表示素子が封止された状態にあるパネルと、該パネルにコントロー
ラを含むＩＣ等を実装した状態にあるモジュールとを含む。
【０１９０】
　なお、本明細書中における表示装置とは、画像表示デバイス、表示デバイス、もしくは
光源（照明装置含む。）を指す。また、コネクター、例えばＦＰＣもしくはＴＡＢテープ
もしくはＴＣＰが取り付けられたモジュール、ＴＣＰの先にプリント配線板が設けられた
モジュール、または表示素子にＣＯＧ方式によりＩＣ（集積回路）が直接実装されたモジ
ュールも全て表示装置に含むものとする。
【０１９１】
　また、第１の基板上に設けられた画素部および走査線駆動回路は、トランジスタを複数
有しており、上記実施の形態で示したトランジスタを適用することができる。
【０１９２】
　表示装置に設けられる表示素子としては液晶素子（液晶表示素子ともいう）、発光素子
（発光表示素子ともいう。）、を用いることができる。発光素子は、電流または電圧によ
って輝度が制御される素子をその範疇に含んでおり、具体的には無機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒ
ｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）素子、有機ＥＬ素子等が含まれる。また、電子インクな
ど、電気的作用によりコントラストが変化する表示媒体も適用することができる。
【０１９３】
　図１０（Ａ）に示す表示装置は、接続端子電極９１５および端子電極９１６を有してお
り、接続端子電極９１５および端子電極９１６はＦＰＣ９１８が有する端子と異方性導電
剤９１９を介して、電気的に接続されている。
【０１９４】
　接続端子電極９１５は、第１の電極９３０と同じ導電膜から形成され、端子電極９１６
は、トランジスタ９１０、トランジスタ９１１のソース電極およびドレイン電極（以降、
一対の電極ともいう）と同じ導電膜で形成されている。
【０１９５】
　図１０（Ｂ）に示す表示装置は、接続端子電極９１５ａ、接続端子電極９１５ｂおよび
端子電極９１６を有しており、接続端子電極９１５ａ、接続端子電極９１５ｂおよび端子
電極９１６はＦＰＣ９１８が有する端子と異方性導電剤９１９を介して、電気的に接続さ
れている。
【０１９６】
　接続端子電極９１５ａは、第１の電極９３０と同じ導電膜から形成され、接続端子電極
９１５ｂは、第３の電極９４１と同じ導電膜から形成され、端子電極９１６は、トランジ
スタ９１０、トランジスタ９１１の一対の電極と同じ導電膜で形成されている。
【０１９７】
　また、図１１で示すように、半導体装置は接続端子電極９５５および端子電極９１６を
有しており、接続端子電極９５５および端子電極９１６はＦＰＣ９１８が有する端子と異
方性導電剤９１９を介して、電気的に接続されている。
【０１９８】
　接続端子電極９５５は、第２の電極９３１と同じ導電膜から形成され、端子電極９１６
は、トランジスタ９１０、トランジスタ９１１の一対の電極と同じ導電膜で形成されてい
る。
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【０１９９】
　また、第１の基板９０１上に設けられた画素部９０２と、走査線駆動回路９０４は、ト
ランジスタを複数有しており、図１０および図１１では、画素部９０２に含まれるトラン
ジスタ９１０と、走査線駆動回路９０４に含まれるトランジスタ９１１とを例示している
。図１０（Ａ）および図１０（Ｂ）では、トランジスタ９１０およびトランジスタ９１１
には実施の形態１に示す絶縁膜４１２に相当する絶縁膜９２４が設けられ、絶縁膜９２４
の上にさらに平坦化膜として機能する層間絶縁膜９２１が設けられている。なお、絶縁膜
９２３は下地膜として機能する絶縁膜である。
【０２００】
　本実施の形態では、トランジスタ９１０、トランジスタ９１１として、上記実施の形態
で示したトランジスタを適用することができる。
【０２０１】
　また、図１１では、絶縁膜９２４上において、駆動回路用のトランジスタ９１１の半導
体膜のチャネル形成領域と重なる位置に導電膜９１７が設けられている例を示している。
なお、半導体膜には酸化物半導体膜を用いている。導電膜９１７を酸化物半導体膜のチャ
ネル形成領域と重なる位置に設けることによって、ＢＴストレス試験前後におけるトラン
ジスタ９１１のしきい値電圧の変動量をさらに低減することができる。また、導電膜９１
７の電位は、トランジスタ９１１のゲート電極と同じでもよいし、異なっていても良く、
導電膜を第２のゲート電極として機能させることもできる。また、導電膜９１７の電位は
、ＧＮＤ、０Ｖ、或いはフローティング状態であってもよい。
【０２０２】
　また、導電膜９１７は外部の電場を遮蔽する機能も有する。すなわち外部の電場が内部
（トランジスタを含む回路部）に作用しないようにする機能（特に静電気に対する静電遮
蔽機能）も有する。導電膜９１７の遮蔽機能により、静電気などの外部の電場の影響によ
りトランジスタの電気的な特性が変動することを防止することができる。導電膜９１７は
、上記実施の形態で示した、いずれのトランジスタにも適用可能である。
【０２０３】
　画素部９０２に設けられたトランジスタ９１０は表示素子と電気的に接続し、表示パネ
ルを構成する。表示素子は表示を行うことができれば特に限定されず、様々な表示素子を
用いることができる。
【０２０４】
　表示素子に電圧を印加する第１の電極および第２の電極（画素電極、共通電極、対向電
極などともいう）においては、取り出す光の方向、電極が設けられる場所、および電極の
パターン構造によって透光性、反射性を選択すればよい。
【０２０５】
　第１の電極９３０、第２の電極９３１、第３の電極９４１は、酸化タングステンを含む
インジウム酸化物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むイ
ンジウム酸化物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、インジウム錫酸化物（以下、Ｉ
ＴＯと示す）、インジウム亜鉛酸化物、酸化シリコンを添加したインジウム錫酸化物など
の透光性を有する導電性材料を用いることができる。
【０２０６】
　また、第１の電極９３０、第２の電極９３１、第３の電極９４１は、タングステン（Ｗ
）、モリブデン（Ｍｏ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、バナジウム（Ｖ
）、ニオブ（Ｎｂ）、タンタル（Ｔａ）、クロム（Ｃｒ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル
（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）、白金（Ｐｔ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、銀（Ａ
ｇ）等の金属、またはその合金、若しくはその金属窒化物から一つ、または複数種を用い
て形成することができる。
【０２０７】
　また、第１の電極９３０、第２の電極９３１、第３の電極９４１として、導電性高分子
（導電性ポリマーともいう）を含む導電性組成物を用いて形成することができる。導電性
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高分子としては、いわゆるπ電子共役系導電性高分子を用いることができる。例えば、ポ
リアニリンまたはその誘導体、ポリピロールまたはその誘導体、ポリチオフェンまたはそ
の誘導体、若しくはアニリン、ピロールおよびチオフェンの２種以上からなる共重合体若
しくはその誘導体などがあげられる。
【０２０８】
　図１０に表示素子として液晶素子を用いた液晶表示装置の例を示す。図１０（Ａ）は、
縦電界方式を採用する例である。
【０２０９】
　図１０（Ａ）において、表示素子である液晶素子９１３は、第１の電極９３０、第２の
電極９３１、および液晶層９０８を含む。なお、液晶層９０８を挟持するように配向膜と
して機能する絶縁膜９３２、絶縁膜９３３が設けられている。また、第２の電極９３１は
第２の基板９０６側に設けられ、第１の電極９３０と第２の電極９３１とは液晶層９０８
を介して重なる構成となっている。
【０２１０】
　図１０（Ｂ）において、表示素子である液晶素子９４３は、層間絶縁膜９２１上に形成
される第１の電極９３０、第３の電極９４１、および液晶層９０８を含む。第３の電極９
４１は共通電極として機能する。第１の電極９３０および第３の電極９４１の間には絶縁
膜９４４が設けられている。絶縁膜９４４は窒化シリコン膜を用いて形成する。なお、液
晶層９０８を挟持するように配向膜として機能する絶縁膜９３２、絶縁膜９３３が設けら
れている。
【０２１１】
　また、スペーサ９３５は絶縁膜を選択的にエッチングすることで得られる柱状のスペー
サであり、第１の電極９３０と第２の電極９３１との間隔（セルギャップ）を制御するた
めに設けられている。なお、球状のスペーサを用いていても良い。
【０２１２】
　表示素子として、液晶素子を用いる場合、サーモトロピック液晶、低分子液晶、高分子
液晶、高分子分散型液晶、強誘電性液晶、反強誘電性液晶等を用いることができる。これ
らの液晶材料は、条件により、コレステリック相、スメクチック相、キュービック相、カ
イラルネマチック相、等方相等を示す。
【０２１３】
　また、配向膜を用いないブルー相を示す液晶を用いてもよい。ブルー相は液晶相の一つ
であり、コレステリック液晶を昇温していくと、コレステリック相から等方相へ転移する
直前に発現する相である。ブルー相は狭い温度範囲でしか発現しないため、温度範囲を改
善するためにカイラル剤を混合させた液晶組成物を用いて液晶層に用いる。ブルー相を示
す液晶とカイラル剤とを含む液晶組成物は、応答速度が１ｍｓｅｃ以下と短く、光学的等
方性であるため配向処理が不要であり、視野角依存性が小さい。また配向膜を設けなくて
もよいのでラビング処理も不要となるため、ラビング処理によって引き起こされる静電破
壊を防止することができ、作製工程中の液晶表示装置の不良や破損を軽減することができ
る。よって液晶表示装置の生産性を向上させることが可能となる。
【０２１４】
　第１の基板９０１および第２の基板９０６はシール材９２５によって固定されている。
シール材９２５は、熱硬化樹脂、光硬化樹脂などの有機樹脂を用いることができる。
【０２１５】
　なお、図１０（Ａ）に示す液晶表示装置においては、シール材９２５は、ゲート絶縁膜
９２２と接し、層間絶縁膜９２１がシール材９２５の内側に設けられている。なお、ゲー
ト絶縁膜９２２は、窒化シリコン膜および酸化窒化シリコン膜を積層して形成する。また
、絶縁膜９２４を選択的にエッチングする際に、ゲート絶縁膜９２２の上層の酸化窒化シ
リコン膜をエッチングして、窒化シリコン膜を露出させることが好ましい。この結果、シ
ール材９２５とゲート絶縁膜９２２に形成される窒化シリコン膜が接する構造となり、外
部からの水がシール材９２５の内部に浸入することを抑制することが可能である。
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【０２１６】
　また、図１０（Ｂ）に示す液晶表示装置において、シール材９２５は絶縁膜９２４と接
している。層間絶縁膜９２１がシール材９２５の内側に設けられていると共に、シール材
９２５と絶縁膜９２４の表面の窒化シリコン膜が接するため、外部からの水がシール材９
２５の内部に浸入することを抑制することが可能である。
【０２１７】
　液晶表示装置に設けられる保持容量の大きさは、画素部に配置されるトランジスタのリ
ーク電流等を考慮して、所定の期間の間電荷を保持できるように設定される。高純度の酸
化物半導体膜を有するトランジスタを用いることにより、各画素における液晶容量に対し
て１／３以下、好ましくは１／５以下の容量の大きさを有する保持容量を設ければ充分で
あるため、画素における開口率を高めることができる。
【０２１８】
　また、表示装置において、ブラックマトリクス（遮光膜）、偏光部材、位相差部材、反
射防止部材などの光学部材（光学基板）などは適宜設ける。例えば、偏光基板および位相
差基板による円偏光を用いてもよい。また、光源としてバックライト、サイドライトなど
を用いてもよい。
【０２１９】
　また、画素部における表示方式は、プログレッシブ方式やインターレース方式等を用い
ることができる。また、カラー表示する際に画素で制御する色要素としては、ＲＧＢ（Ｒ
は赤、Ｇは緑、Ｂは青を表す。）の三色に限定されない。例えば、ＲＧＢＷ（Ｗは白を表
す。）、またはＲＧＢに、イエロー、シアン、マゼンタ等を一色以上追加したものがある
。なお、色要素のドット毎にその表示領域の大きさが異なっていてもよい。ただし、本発
明はカラー表示の表示装置に限定されるものではなく、モノクロ表示の表示装置に適用す
ることもできる。
【０２２０】
　図１２に、図１０（Ａ）に示す表示装置において、基板９０６に設けられた第２の電極
９３１と電気的に接続するための共通接続部（パッド部）を、基板９０１上に形成する例
を示す。
【０２２１】
　共通接続部は、基板９０１と基板９０６とを接着するためのシール材と重なる位置に配
置され、シール材に含まれる導電性粒子を介して第２の電極９３１と電気的に接続される
。または、シール材と重ならない箇所（但し、画素部を除く）に共通接続部を設け、共通
接続部に重なるように導電性粒子を含むペーストをシール材とは別途設けて第２の電極９
３１と電気的に接続してもよい。
【０２２２】
　図１２（Ａ）は、共通接続部の断面図であり、図１２（Ｂ）に示す上面図のＩ－Ｊに相
当する。
【０２２３】
　共通電位線９７５は、ゲート絶縁膜９２２上に設けられ、図１０に示すトランジスタ９
１０のソース電極９７１またはドレイン電極９７３と同じ材料および同じ工程で作製され
る。
【０２２４】
　また、共通電位線９７５は、絶縁膜９２４および層間絶縁膜９２１で覆われ、絶縁膜９
２４および層間絶縁膜９２１は、共通電位線９７５と重なる位置に複数の開口部を有して
いる。この開口部は、トランジスタ９１０のソース電極９７１またはドレイン電極９７３
の一方と、第１の電極９３０とを接続するコンタクトホールと同じ工程で作製される。
【０２２５】
　また、共通電位線９７５および共通電極９７７が開口部において接続する。共通電極９
７７は、層間絶縁膜９２１上に設けられ、接続端子電極９１５や、画素部の第１の電極９
３０と同じ材料および同じ工程で作製される。
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【０２２６】
　このように、画素部９０２のスイッチング素子の作製工程と共通させて共通接続部を作
製することができる。
【０２２７】
　共通電極９７７は、シール材に含まれる導電性粒子と接触する電極であり、基板９０６
の第２の電極９３１と電気的に接続が行われる。
【０２２８】
　また、図１２（Ｃ）に示すように、共通電位線９８５を、トランジスタ９１０のゲート
電極と同じ材料、同じ工程で作製してもよい。
【０２２９】
　図１２（Ｃ）に示す共通接続部において、共通電位線９８５は、ゲート絶縁膜９２２、
絶縁膜９２４、および層間絶縁膜９２１の下層に設けられ、ゲート絶縁膜９２２、絶縁膜
９２４、および層間絶縁膜９２１は、共通電位線９８５と重なる位置に複数の開口部を有
する。該開口部は、トランジスタ９１０のソース電極９７１またはドレイン電極９７３の
一方と第１の電極９３０とを接続するコンタクトホールと同じ工程で絶縁膜９２４および
層間絶縁膜９２１をエッチングした後、さらにゲート絶縁膜９２２を選択的にエッチング
することで形成される。
【０２３０】
　また、共通電位線９８５および共通電極９８７が開口部において接続する。共通電極９
８７は、層間絶縁膜９２１上に設けられ、接続端子電極９１５や、画素部の第１の電極９
３０と同じ材料および同じ工程で作製される。
【０２３１】
　なお、図１０（Ｂ）に示すＦＦＳモードの液晶表示装置においては、共通電極９７７、
９８７はそれぞれ、第３の電極９４１と接続する。
【０２３２】
　次に、表示装置に含まれる表示素子として、エレクトロルミネッセンスを利用する発光
素子を適用することができる。エレクトロルミネッセンスを利用する発光素子は、発光材
料が有機化合物であるか、無機化合物であるかによって区別され、一般的に、前者は有機
ＥＬ素子、後者は無機ＥＬ素子と呼ばれている。
【０２３３】
　有機ＥＬ素子は、発光素子に電圧を印加することにより、一対の電極から電子および正
孔がそれぞれ発光性の有機化合物を含む層に注入され、電流が流れる。そして、それらキ
ャリア（電子および正孔）が再結合することにより、発光性の有機化合物が励起状態を形
成し、その励起状態が基底状態に戻る際に発光する。このようなメカニズムから、このよ
うな発光素子は、電流励起型の発光素子と呼ばれる。
【０２３４】
　無機ＥＬ素子は、その素子構成により、分散型無機ＥＬ素子と薄膜型無機ＥＬ素子とに
分類される。分散型無機ＥＬ素子は、発光材料の粒子をバインダ中に分散させた発光層を
有するものであり、発光メカニズムはドナー準位とアクセプター準位を利用するドナー－
アクセプター再結合型発光である。薄膜型無機ＥＬ素子は、発光層を誘電体層で挟み込み
、さらにそれを電極で挟んだ構造であり、発光メカニズムは金属イオンの内殻電子遷移を
利用する局在型発光である。なお、ここでは、発光素子として有機ＥＬ素子を用いて説明
する。
【０２３５】
　発光素子は発光を取り出すために少なくとも一対の電極の一方が透明であればよい。そ
して、基板上にトランジスタおよび発光素子を形成し、基板とは逆側の面から発光を取り
出す上面射出や、基板側の面から発光を取り出す下面射出や、基板側および基板とは反対
側の面から発光を取り出す両面射出構造の発光素子があり、どの射出構造の発光素子も適
用することができる。
【０２３６】
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　図１１に表示素子として発光素子を用いた発光装置の例を示す。表示素子である発光素
子９６３は、画素部９０２に設けられたトランジスタ９１０と電気的に接続している。な
お、発光素子９６３の構成は、第１の電極９３０、発光層９５１、第２の電極９３１の積
層構造であるが、示した構成に限定されない。発光素子９６３から取り出す光の方向など
に合わせて、発光素子９６３の構成は適宜変えることができる。
【０２３７】
　層間絶縁膜９２１と第１の電極９３０の間に、窒化シリコン膜９５０を有する。窒化シ
リコン膜９５０は、層間絶縁膜９２１および絶縁膜９２４の側面と接する。窒化シリコン
膜９５０および第１の電極９３０の端部上に隔壁９６０を有する。隔壁９６０は、有機絶
縁材料、または無機絶縁材料を用いて形成する。特に感光性の樹脂材料を用い、第１の電
極９３０上に開口部を形成し、その開口部の側壁が連続した曲率を持って形成される傾斜
面となるように形成することが好ましい。
【０２３８】
　発光層９５１は、単数の層で構成されていても、複数の層が積層されるように構成され
ていてもどちらでも良い。
【０２３９】
　発光素子９６３に酸素、水素、水分、二酸化炭素等が浸入しないように、第２の電極９
３１および隔壁９６０上に保護層を形成してもよい。保護層としては、窒化シリコン、窒
化酸化シリコン、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、窒化酸
化アルミニウム、ＤＬＣ膜等を形成することができる。また、第１の基板９０１、第２の
基板９０６、およびシール材９３６によって封止された空間には充填材９６４が設けられ
密封されている。このように外気に曝されないように気密性が高く、脱ガスの少ない保護
フィルム（貼り合わせフィルム、紫外線硬化樹脂フィルム等）やカバー材でパッケージン
グ（封入）することが好ましい。
【０２４０】
　シール材９３６は熱硬化樹脂、光硬化樹脂などの有機樹脂や、低融点ガラスを含むフリ
ットガラスなどを用いることができる。フリットガラスは、水や酸素などの不純物に対し
てバリア性が高いため好ましい。また、シール材９３６としてフリットガラスを用いる場
合、図１１に示すように、窒化シリコン膜９５０上にフリットガラスを設けることで、窒
化シリコン膜９５０およびフリットガラスの密着性を高めると共に、外部からシール材９
３６内部への水の浸入を妨げることができる。
【０２４１】
　充填材９６４としては窒素やアルゴンなどの不活性な気体の他に、紫外線硬化樹脂また
は熱硬化樹脂を用いることができ、ＰＶＣ（ポリビニルクロライド）、アクリル樹脂、ポ
リイミド、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、ＰＶＢ（ポリビニルブチラル）またはＥＶＡ
（エチレンビニルアセテート）を用いることができる。例えば充填材として窒素を用いれ
ばよい。
【０２４２】
　また、必要であれば、発光素子の射出面に偏光板、または円偏光板（楕円偏光板を含む
）、位相差板（λ／４板、λ／２板）、カラーフィルタなどの光学フィルムを適宜設けて
もよい。また、偏光板または円偏光板に反射防止膜を設けてもよい。例えば、表面の凹凸
により反射光を拡散し、映り込みを低減できるアンチグレア処理を施すことができる。
【０２４３】
　また、トランジスタは静電気などにより破壊されやすいため、駆動回路保護用の保護回
路を設けることが好ましい。保護回路は、非線形素子を用いて構成することが好ましい。
【０２４４】
　以上のように上記実施の形態で示したトランジスタを適用することで、表示機能を有す
る信頼性のよい半導体装置を提供することができる。
【０２４５】
　本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可
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能である。
【０２４６】
（実施の形態６）
　上述した先の実施の形態のトランジスタを用いて、対象物の情報を読み取るイメージセ
ンサ機能を有する半導体装置を作製することができる。
【０２４７】
　図１３（Ａ）に、イメージセンサ機能を有する半導体装置の一例を示す。図１３（Ａ）
はフォトセンサの等価回路であり、図１３（Ｂ）はフォトセンサの一部を示す断面図であ
る。
【０２４８】
　フォトダイオード６０２は、一方の電極がフォトダイオードリセット信号線６５８に、
他方の電極がトランジスタ６４０のゲートに電気的に接続されている。トランジスタ６４
０は、ソースまたはドレインの一方がフォトセンサ基準信号線６７２に、ソースまたはド
レインの他方がトランジスタ６５６のソースまたはドレインの一方に電気的に接続されて
いる。トランジスタ６５６は、ゲートがゲート信号線６５９に、ソースまたはドレインの
他方がフォトセンサ出力信号線６７１に電気的に接続されている。
【０２４９】
　なお、本明細書における回路図において、酸化物半導体膜を用いるトランジスタと明確
に判明できるように、酸化物半導体膜を用いるトランジスタの記号には「ＯＳ」と記載し
ている。図１３（Ａ）において、トランジスタ６４０、トランジスタ６５６は先の実施の
形態に示したトランジスタが適用でき、酸化物半導体膜を用いるトランジスタである。本
実施の形態では、実施の形態１で示したトランジスタ４５０と同様な構造を有するトラン
ジスタを適用する例を示す。
【０２５０】
　図１３（Ｂ）は、フォトセンサにおけるフォトダイオード６０２およびトランジスタ６
４０に示す断面図であり、絶縁表面を有する基板６０１（素子基板）上に、センサとして
機能するフォトダイオード６０２およびトランジスタ６４０が設けられている。フォトダ
イオード６０２、トランジスタ６４０の上には接着層６０８を用いて基板６１３が設けら
れている。
【０２５１】
　トランジスタ６４０上には絶縁膜６３２、平坦化膜６３３、平坦化膜６３４が設けられ
ている。フォトダイオード６０２は、平坦化膜６３３上に形成された電極６４１ｂと、電
極６４１ｂ上に順に積層された第１の半導体膜６０６ａ、第２の半導体膜６０６ｂ、およ
び第３の半導体膜６０６ｃと、平坦化膜６３４上に設けられ、第１乃至第３の半導体膜を
介して電極６４１ｂと電気的に接続する電極６４２と、電極６４１ｂと同じ層に設けられ
、電極６４２と電気的に接続する電極６４１ａと、を有している。
【０２５２】
　電極６４１ｂは、平坦化膜６３４に形成された導電膜６４３と電気的に接続し、電極６
４２は電極６４１ａを介して導電膜６４５と電気的に接続している。導電膜６４５は、ト
ランジスタ６４０のゲート電極と電気的に接続しており、フォトダイオード６０２はトラ
ンジスタ６４０と電気的に接続している。
【０２５３】
　ここでは、第１の半導体膜６０６ａとしてｐ型の導電型を有する半導体膜と、第２の半
導体膜６０６ｂとして高抵抗な半導体膜（ｉ型半導体膜）、第３の半導体膜６０６ｃとし
てｎ型の導電型を有する半導体膜を積層するｐｉｎ型のフォトダイオードを例示している
。
【０２５４】
　第１の半導体膜６０６ａはｐ型半導体膜であり、ｐ型を付与する不純物元素を含むアモ
ルファスシリコン膜により形成することができる。第１の半導体膜６０６ａの形成には１
３族の不純物元素（例えばボロン（Ｂ））を含む半導体材料ガスを用いて、プラズマＣＶ
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Ｄ法により形成する。半導体材料ガスとしてはシラン（ＳｉＨ４）を用いればよい。また
は、Ｓｉ２Ｈ６、ＳｉＨ２Ｃｌ２、ＳｉＨＣｌ３、ＳｉＣｌ４、ＳｉＦ４等を用いてもよ
い。また、不純物元素を含まないアモルファスシリコン膜を形成した後に、拡散法やイオ
ン注入法を用いて該アモルファスシリコン膜に不純物元素を導入してもよい。イオン注入
法等により不純物元素を導入した後に加熱等を行うことで、不純物元素を拡散させるとよ
い。この場合にアモルファスシリコン膜を形成する方法としては、ＬＰＣＶＤ法、気相成
長法、またはスパッタリング法等を用いればよい。第１の半導体膜６０６ａの膜厚は１０
ｎｍ以上５０ｎｍ以下となるよう形成することが好ましい。
【０２５５】
　第２の半導体膜６０６ｂは、ｉ型半導体膜（真性半導体膜）であり、アモルファスシリ
コン膜により形成する。第２の半導体膜６０６ｂの形成には、半導体材料ガスを用いて、
アモルファスシリコン膜をプラズマＣＶＤ法により形成する。半導体材料ガスとしては、
シラン（ＳｉＨ４）を用いればよい。または、Ｓｉ２Ｈ６、ＳｉＨ２Ｃｌ２、ＳｉＨＣｌ

３、ＳｉＣｌ４、ＳｉＦ４等を用いてもよい。第２の半導体膜６０６ｂの形成は、ＬＰＣ
ＶＤ法、気相成長法、スパッタリング法等により行ってもよい。第２の半導体膜６０６ｂ
の膜厚は２００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下となるように形成することが好ましい。
【０２５６】
　第３の半導体膜６０６ｃは、ｎ型半導体膜であり、ｎ型を付与する不純物元素を含むア
モルファスシリコン膜により形成する。第３の半導体膜６０６ｃの形成には、１５族の不
純物元素（例えばリン（Ｐ））を含む半導体材料ガスを用いて、プラズマＣＶＤ法により
形成する。半導体材料ガスとしてはシラン（ＳｉＨ４）を用いればよい。または、Ｓｉ２

Ｈ６、ＳｉＨ２Ｃｌ２、ＳｉＨＣｌ３、ＳｉＣｌ４、ＳｉＦ４等を用いてもよい。また、
不純物元素を含まないアモルファスシリコン膜を形成した後に、拡散法やイオン注入法を
用いて該アモルファスシリコン膜に不純物元素を導入してもよい。イオン注入法等により
不純物元素を導入した後に加熱等を行うことで、不純物元素を拡散させるとよい。この場
合にアモルファスシリコン膜を形成する方法としては、ＬＰＣＶＤ法、気相成長法、また
はスパッタリング法等を用いればよい。第３の半導体膜６０６ｃの膜厚は２０ｎｍ以上２
００ｎｍ以下となるよう形成することが好ましい。
【０２５７】
　また、第１の半導体膜６０６ａ、第２の半導体膜６０６ｂ、および第３の半導体膜６０
６ｃは、アモルファス半導体ではなく、多結晶半導体を用いて形成してもよいし、セミア
モルファス（Ｓｅｍｉ　Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ：ＳＡＳ））
半導体を用いて形成してもよい。
【０２５８】
　また、光電効果で発生した正孔の移動度は電子の移動度に比べて小さいため、ｐｉｎ型
のフォトダイオードはｐ型の半導体膜側を受光面とする方がよい特性を示す。ここでは、
ｐｉｎ型のフォトダイオードが形成されている基板６０１の面からフォトダイオード６０
２が受ける光を電気信号に変換する例を示す。また、受光面とした半導体膜側とは逆の導
電型を有する半導体膜側からの光は外乱光となるため、電極は遮光性を有する導電膜を用
いるとよい。また、ｎ型の半導体膜側を受光面として用いることもできる。
【０２５９】
　絶縁膜６３２、平坦化膜６３３、平坦化膜６３４としては、絶縁性材料を用いて、その
材料に応じて、スパッタリング法、プラズマＣＶＤ法、スピンコート、ディップ、スプレ
ー塗布、液滴吐出法（インクジェット法）、スクリーン印刷、オフセット印刷等を用いて
形成することができる。なお、絶縁膜６３２は、実施の形態１の絶縁膜４１２と同様のも
のを用いる。
【０２６０】
　平坦化膜６３３、平坦化膜６３４としては、例えばポリイミド、アクリル樹脂、ベンゾ
シクロブテン系樹脂、ポリアミド、エポキシ樹脂等の、耐熱性を有する有機絶縁材料を用
いることができる。また、上記有機絶縁材料の他に、低誘電率材料（ｌｏｗ－ｋ材料）、
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シロキサン系樹脂、ＰＳＧ（リンガラス）、ＢＰＳＧ（リンボロンガラス）等の単層、ま
たは積層を用いることができる。
【０２６１】
　フォトダイオード６０２に入射する光を検出することによって、被検出物の情報を読み
取ることができる。なお、被検出物の情報を読み取る際にバックライトなどの光源を用い
ることができる。
【０２６２】
　本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適宜組
み合わせて用いることができる。
【０２６３】
（実施の形態７）
　本明細書に開示する半導体装置は、さまざまな電子機器（遊技機も含む）に適用するこ
とができる。電子機器としては、テレビジョン装置（テレビ、またはテレビジョン受信機
ともいう）、コンピュータ用などのモニタ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、デ
ジタルフォトフレーム、携帯電話機、携帯型ゲーム機、携帯情報端末、音響再生装置、遊
技機（パチンコ機、スロットマシン等）、ゲーム筐体が挙げられる。これらの電子機器の
具体例を図１４に示す。
【０２６４】
　図１４（Ａ）は、表示部を有するテーブル９０００を示している。テーブル９０００は
、筐体９００１に表示部９００３が組み込まれており、表示部９００３により映像を表示
することが可能である。なお、４本の脚部９００２により筐体９００１を支持した構成を
示している。また、電力供給のための電源コード９００５を筐体９００１に有している。
【０２６５】
　上記実施の形態のいずれかに示すトランジスタは、表示部９００３に用いることが可能
であり、電子機器に高い信頼性を付与することができる。
【０２６６】
　表示部９００３は、タッチ入力機能を有しており、テーブル９０００の表示部９００３
に表示された表示ボタン９００４を指などで触れることで、画面操作や、情報を入力する
ことができ、また他の家電製品との通信を可能とする、または制御を可能とすることで、
画面操作により他の家電製品をコントロールする制御装置としてもよい。例えば、実施の
形態６に示したイメージセンサ機能を有する半導体装置を用いれば、表示部９００３にタ
ッチ入力機能を持たせることができる。
【０２６７】
　また、筐体９００１に設けられたヒンジによって、表示部９００３の画面を床に対して
垂直に立てることもでき、テレビジョン装置としても利用できる。狭い部屋においては、
大きな画面のテレビジョン装置は設置すると自由な空間が狭くなってしまうが、テーブル
に表示部が内蔵されていれば、部屋の空間を有効に利用することができる。
【０２６８】
　図１４（Ｂ）は、テレビジョン装置９１００を示している。テレビジョン装置９１００
は、筐体９１０１に表示部９１０３が組み込まれており、表示部９１０３により映像を表
示することが可能である。なお、ここではスタンド９１０５により筐体９１０１を支持し
た構成を示している。
【０２６９】
　テレビジョン装置９１００の操作は、筐体９１０１が備える操作スイッチや、別体のリ
モコン操作機９１１０により行うことができる。リモコン操作機９１１０が備える操作キ
ー９１０９により、チャンネルや音量の操作を行うことができ、表示部９１０３に表示さ
れる映像を操作することができる。また、リモコン操作機９１１０に、当該リモコン操作
機９１１０から出力する情報を表示する表示部９１０７を設ける構成としてもよい。
【０２７０】
　図１４（Ｂ）に示すテレビジョン装置９１００は、受信機やモデムなどを備えている。
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テレビジョン装置９１００は、受信機により一般のテレビ放送の受信を行うことができ、
さらにモデムを介して有線または無線による通信ネットワークに接続することにより、一
方向（送信者から受信者）または双方向（送信者と受信者間、あるいは受信者間同士など
）の情報通信を行うことも可能である。
【０２７１】
　上記実施の形態のいずれかに示すトランジスタは、表示部９１０３、表示部９１０７に
用いることが可能であり、テレビジョン装置、およびリモコン操作機に高い信頼性を付与
することができる。
【０２７２】
　図１４（Ｃ）はコンピュータであり、本体９２０１、筐体９２０２、表示部９２０３、
キーボード９２０４、外部接続ポート９２０５、ポインティングデバイス９２０６等を含
む。
【０２７３】
　上記実施の形態のいずれかに示すトランジスタは、表示部９２０３に用いることが可能
であり、コンピュータに高い信頼性を付与することができる。
【０２７４】
　図１５（Ａ）および図１５（Ｂ）は２つ折り可能なタブレット型端末である。図１５（
Ａ）は、開いた状態であり、タブレット型端末は、筐体９６３０、表示部９６３１ａ、表
示部９６３１ｂ、表示モード切り替えスイッチ９０３４、電源スイッチ９０３５、省電力
モード切り替えスイッチ９０３６、留め具９０３３、操作スイッチ９０３８、を有する。
【０２７５】
　上記実施の形態のいずれかに示すトランジスタは、表示部９６３１ａ、表示部９６３１
ｂに用いることが可能であり、信頼性の高いタブレット型端末とすることが可能となる。
【０２７６】
　表示部９６３１ａは、一部をタッチパネルの領域９６３２ａとすることができ、表示さ
れた操作キー９６３８に触れることでデータ入力をすることができる。なお、表示部９６
３１ａにおいては、一例として半分の領域が表示のみの機能を有する構成、もう半分の領
域がタッチパネルの機能を有する構成を示しているが該構成に限定されない。表示部９６
３１ａの全ての領域がタッチパネルの機能を有する構成としても良い。例えば、表示部９
６３１ａの全面をキーボードボタン表示させてタッチパネルとし、表示部９６３１ｂを表
示画面として用いることができる。
【０２７７】
　また、表示部９６３１ｂにおいても表示部９６３１ａと同様に、表示部９６３１ｂの一
部をタッチパネルの領域９６３２ｂとすることができる。また、タッチパネルのキーボー
ド表示切り替えボタン９６３９が表示されている位置に指やスタイラスなどでふれること
で表示部９６３１ｂにキーボードボタン表示することができる。
【０２７８】
　また、タッチパネルの領域９６３２ａとタッチパネルの領域９６３２ｂに対して同時に
タッチ入力することもできる。
【０２７９】
　また、表示モード切り替えスイッチ９０３４は、縦表示または横表示などの表示の向き
を切り替え、白黒表示やカラー表示の切り替えなどを選択できる。省電力モード切り替え
スイッチ９０３６は、タブレット型端末に内蔵している光センサで検出される使用時の外
光の光量に応じて表示の輝度を最適なものとすることができる。タブレット型端末は光セ
ンサだけでなく、ジャイロ、加速度センサ等の傾きを検出するセンサなどの他の検出装置
を内蔵させてもよい。
【０２８０】
　また、図１５（Ａ）では表示部９６３１ｂと表示部９６３１ａの表示面積が同じ例を示
しているが特に限定されず、一方のサイズともう一方のサイズが異なっていてもよく、表
示の品質も異なっていてもよい。例えば一方が他方よりも高精細な表示を行える表示パネ
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ルとしてもよい。
【０２８１】
　図１５（Ｂ）は、閉じた状態であり、タブレット型端末は、筐体９６３０、太陽電池９
６３３、充放電制御回路９６３４を有する。なお、図１５（Ｂ）では充放電制御回路９６
３４の一例としてバッテリー９６３５、ＤＣＤＣコンバータ９６３６を有する構成につい
て示している。
【０２８２】
　なお、タブレット型端末は２つ折り可能なため、未使用時に筐体９６３０を閉じた状態
にすることができる。したがって、表示部９６３１ａ、表示部９６３１ｂを保護できるた
め、耐久性に優れ、長期使用の観点からも信頼性の優れたタブレット型端末を提供できる
。
【０２８３】
　また、この他にも図１５（Ａ）および図１５（Ｂ）に示したタブレット型端末は、様々
な情報（静止画、動画、テキスト画像など）を表示する機能、カレンダー、日付または時
刻などを表示部に表示する機能、表示部に表示した情報をタッチ入力操作または編集する
タッチ入力機能、様々なソフトウェア（プログラム）によって処理を制御する機能、等を
有することができる。
【０２８４】
　タブレット型端末の表面に装着された太陽電池９６３３によって、電力をタッチパネル
、表示部、または映像信号処理部等に供給することができる。なお、太陽電池９６３３は
、筐体９６３０の片面又は両面に設けることができ、バッテリー９６３５の充電を効率的
に行う構成である。なおバッテリー９６３５としては、リチウムイオン電池を用いると、
小型化を図れる等の利点がある。
【０２８５】
　また、図１５（Ｂ）に示す充放電制御回路９６３４の構成、および動作について図１５
（Ｃ）にブロック図を示し説明する。図１５（Ｃ）には、太陽電池９６３３、バッテリー
９６３５、ＤＣＤＣコンバータ９６３６、コンバータ９６３７、スイッチＳＷ１乃至ＳＷ
３、表示部９６３１について示しており、バッテリー９６３５、ＤＣＤＣコンバータ９６
３６、コンバータ９６３７、スイッチＳＷ１乃至ＳＷ３が、図１５（Ｂ）に示す充放電制
御回路９６３４に対応する箇所となる。
【０２８６】
　まず、外光により太陽電池９６３３により発電がされる場合の動作の例について説明す
る。太陽電池で発電した電力は、バッテリー９６３５を充電するための電圧となるようＤ
ＣＤＣコンバータ９６３６で昇圧または降圧がなされる。そして、表示部９６３１の動作
に太陽電池９６３３からの電力が用いられる際にはスイッチＳＷ１をオンにし、コンバー
タ９６３７で表示部９６３１に必要な電圧に昇圧または降圧をすることとなる。また、表
示部９６３１での表示を行わない際には、ＳＷ１をオフにし、ＳＷ２をオンにしてバッテ
リー９６３５の充電を行う構成とすればよい。
【０２８７】
　なお、太陽電池９６３３については、発電手段の一例として示したが、特に限定されず
、圧電素子（ピエゾ素子）や熱電変換素子（ペルティエ素子）などの他の発電手段による
バッテリー９６３５の充電を行う構成であってもよい。例えば、無線（非接触）で電力を
送受信して充電する無接点電力伝送モジュールや、また他の充電手段を組み合わせて行う
構成としてもよい。
【０２８８】
　本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適宜組
み合わせて用いることができる。
【実施例１】
【０２８９】
　本実施例では、開示する発明に係る半導体装置において、トランジスタのソース電極お
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よびドレイン電極の段差部分の断面観察結果について説明する。
【０２９０】
　まずは、実施例試料のトランジスタの作製方法について説明する。
【０２９１】
　まず、ガラス基板上にゲート電極を形成した。スパッタリング法で厚さ１００ｎｍのタ
ングステン膜を形成し、フォトリソグラフィ工程により該タングステン膜上にマスクを形
成し、該マスクを用いて該タングステン膜の一部をエッチングし、ゲート電極を形成した
。
【０２９２】
　次に、ゲート電極上にゲート絶縁膜を形成した。ゲート絶縁膜として、厚さ５０ｎｍの
窒化シリコン膜および厚さ２００ｎｍの酸化窒化シリコン膜を積層して形成した。窒化シ
リコン膜は、シラン５０ｓｃｃｍ、窒素５０００ｓｃｃｍをプラズマＣＶＤ装置の処理室
に供給し、処理室内の圧力を６０Ｐａに制御し、２７．１２ＭＨｚの高周波電源を用いて
１５０Ｗの電力を供給して形成した。酸化窒化シリコン膜は、シラン２０ｓｃｃｍ、一酸
化二窒素３０００ｓｃｃｍをプラズマＣＶＤ装置の処理室に供給し、処理室内の圧力を４
０Ｐａに制御し、２７．１２ＭＨｚの高周波電源を用いて１００Ｗの電力を供給して形成
した。なお、該窒化シリコン膜および該酸化窒化シリコン膜は、基板温度を３５０℃とし
て形成した。
【０２９３】
　次に、ゲート絶縁膜を介してゲート電極に重畳する酸化物半導体膜を形成した。ここで
は、ゲート絶縁膜上にＣＡＡＣ－ＯＳ膜であるＩＧＺＯ膜をスパッタリング法で形成し、
フォトリソグラフィ工程により該ＩＧＺＯ膜上にマスクを形成し、該マスクを用いて該Ｉ
ＧＺＯ膜の一部をエッチングした。その後、エッチングされたＩＧＺＯ膜に加熱処理を行
い、酸化物半導体膜を形成した。なお、本実施例では厚さ３５ｎｍのＩＧＺＯ膜を形成し
た。
【０２９４】
　ＩＧＺＯ膜は、スパッタリングターゲットをＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１（原子数比
）のターゲットとし、スパッタリングガスとして５０ｓｃｃｍのアルゴンと５０ｓｃｃｍ
の酸素をスパッタリング装置の処理室内に供給し、処理室内の圧力を０．６Ｐａに制御し
、５ｋＷの直流電力を供給して形成した。なお、ＩＧＺＯ膜を形成する際の基板温度は１
７０℃とした。
【０２９５】
　次に、加熱処理を行い、酸化物半導体膜に含まれる水、水素等を脱離させた。ここでは
、窒素雰囲気で、４５０℃、１時間の加熱処理を行った後、窒素および酸素雰囲気で、４
５０℃、１時間の加熱処理を行った。
【０２９６】
　次に、ゲート絶縁膜および酸化物半導体膜上に導電膜を形成し、フォトリソグラフィ工
程により該導電膜上にマスクを形成し、該マスクを用いて該導電膜の一部をエッチングし
、ソース電極およびドレイン電極を形成した。なお、該ソース電極およびドレイン電極と
なる導電膜は、厚さ５０ｎｍのタングステン膜上に厚さ４００ｎｍのアルミニウム膜を形
成し、該アルミニウム膜上に厚さ１００ｎｍのチタン膜を形成した。
【０２９７】
　次に、減圧された処理室に基板を移動し、２２０℃で加熱した後、一酸化二窒素が充填
された処理室に基板を移動させた。次に、処理室に設けられる上部電極に２７．１２ＭＨ
ｚの高周波電源を用いて１５０Ｗの高周波電力を供給して発生させた酸素プラズマに酸化
物半導体膜を曝した。
【０２９８】
　次に、上記プラズマ処理の後、大気に曝すことなく、連続的に酸化物半導体膜、ソース
電極およびドレイン電極上に絶縁膜を形成した。絶縁膜は、条件Ａ１乃至条件Ａ４の４条
件を用いて形成し、それぞれの条件で形成した試料を試料Ａ１乃至試料Ａ４とした。なお
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、試料Ａ１乃至試料Ａ４ともに絶縁膜の厚さを４００ｎｍとした。
【０２９９】
　条件１は、絶縁膜として酸化窒化シリコン膜を用い、流量３０ｓｃｃｍのシランおよび
流量４０００ｓｃｃｍの一酸化二窒素を原料ガスとし、処理室の圧力を４０Ｐａ、基板温
度を２２０℃とし、１５０Ｗの高周波電力を平行平板電極に供給したプラズマＣＶＤ法に
より形成した。なお、膜密度は、ＸＲＲによって膜全体を測定し、２．２６ｇ／ｃｍ３で
あった。
【０３００】
　条件２は、絶縁膜として酸化窒化シリコン膜を用い、流量１６０ｓｃｃｍのシランおよ
び流量４０００ｓｃｃｍの一酸化二窒素を原料ガスとし、処理室の圧力を２００Ｐａ、基
板温度を２２０℃とし、１５００Ｗの高周波電力を平行平板電極に供給したプラズマＣＶ
Ｄ法により形成した。なお、膜密度は、ＸＲＲによって膜全体を測定し、２．３１ｇ／ｃ
ｍ３であった。
【０３０１】
　条件３は、絶縁膜として窒化シリコン膜を用い、流量５０ｓｃｃｍのシラン、流量５０
００ｓｃｃｍの窒素および流量１００ｓｃｃｍのアンモニアを原料ガスとし、処理室の圧
力を２００Ｐａ、基板温度を２２０℃とし、１０００Ｗの高周波電力を平行平板電極に供
給したプラズマＣＶＤ法により形成した。なお、膜密度は、ＸＲＲによって膜全体を測定
し、２．５０ｇ／ｃｍ３であった。
【０３０２】
　条件４は、絶縁膜として窒化シリコン膜を用い、流量２００ｓｃｃｍのシラン、流量２
０００ｓｃｃｍの窒素および流量１００ｓｃｃｍのアンモニアを原料ガスとし、処理室の
圧力を２００Ｐａ、基板温度を３５０℃とし、２０００Ｗの高周波電力を平行平板電極に
供給したプラズマＣＶＤ法により形成した。なお、膜密度は、ＸＲＲによって膜全体を測
定し、２．７２ｇ／ｃｍ３であった。
【０３０３】
　試料Ａ１乃至試料Ａ４において、各試料の断面を断面走査透過型電子顕微鏡（ＳＴＥＭ
：Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏ
ｐｙ）で断面観察を行った。図１６（Ａ）に試料Ａ１のＳＴＥＭ像を、図１６（Ｂ）に試
料Ａ２のＳＴＥＭ像を、図１７（Ａ）に試料Ａ３のＳＴＥＭ像を、図１７（Ｂ）に試料Ａ
４のＳＴＥＭ像をそれぞれ示す。
【０３０４】
　図１６（Ａ）、図１６（Ｂ）および図１７（Ａ）に示すように、ソース電極およびドレ
イン電極を覆う絶縁膜中に図中の点線で囲んでいる部分に空隙部が生じていることが確認
できた。一方、図１７（Ｂ）においては、ソース電極およびドレイン電極を覆う絶縁膜中
に空隙部の発生は確認されなかった。
【０３０５】
　このことから、試料Ａ１乃至試料Ａ４において、ソース電極およびドレイン電極を覆う
絶縁膜は、膜密度が２．２６ｇ／ｃｍ３以上２．５０ｇ／ｃｍ３以下であると絶縁膜中に
空隙部が生じることが示された。
【実施例２】
【０３０６】
　本実施例では、酸化物絶縁膜上に窒化物絶縁膜が形成されているトランジスタの特性の
測定結果について説明する。
【０３０７】
　まずは、実施例試料のトランジスタの作製方法について説明する。
【０３０８】
　実施例１と同様に、ガラス基板上にゲート電極、ゲート絶縁膜および酸化物半導体膜を
形成し、加熱処理を行い、酸化物半導体膜に含まれる水、水素等を脱離させた。ここでは
、窒素雰囲気で、４５０℃、１時間の加熱処理を行った後、窒素および酸素雰囲気で、４
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５０℃、１時間の加熱処理を行った。
【０３０９】
　次に、ゲート絶縁膜および酸化物半導体膜上に導電膜を形成し、フォトリソグラフィ工
程により該導電膜上にマスクを形成し、該マスクを用いて該導電膜の一部をエッチングし
、ソース電極およびドレイン電極を形成した。
【０３１０】
　次に、減圧された処理室に基板を移動し、２２０℃で加熱した後、一酸化二窒素が充填
された処理室に基板を移動させた。次に、処理室に設けられる上部電極に２７．１２ＭＨ
ｚの高周波電源を用いて１５０Ｗの高周波電力を供給して発生させた酸素プラズマに酸化
物半導体膜を曝した。
【０３１１】
　ここまでは、実施例１を参酌することができる。
【０３１２】
　次に、上記プラズマ処理の後、大気に曝すことなく、連続的に酸化物半導体膜、ソース
電極およびドレイン電極上に絶縁膜を形成した。絶縁膜は、酸化物絶縁膜上に窒化物絶縁
膜が形成されている積層構造である。酸化物絶縁膜は、厚さ５０ｎｍの第１の酸化窒化シ
リコン膜および厚さ４００ｎｍの第２の酸化窒化シリコン膜を積層して形成した。
【０３１３】
　第１の酸化窒化シリコン膜としては、流量３０ｓｃｃｍのシランおよび流量４０００ｓ
ｃｃｍの一酸化二窒素を原料ガスとし、処理室の圧力を４０Ｐａ、基板温度を２２０℃と
し、１５０Ｗの高周波電力を平行平板電極に供給したプラズマＣＶＤ法により形成した。
【０３１４】
　第２の酸化窒化シリコン膜としては、流量１６０ｓｃｃｍのシランおよび流量４０００
ｓｃｃｍの一酸化二窒素を原料ガスとし、処理室の圧力を２００Ｐａ、基板温度を２２０
℃とし、１５００Ｗの高周波電力を平行平板電極に供給したプラズマＣＶＤ法により形成
した。当該条件により、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含み、加熱によ
り酸素の一部が脱離する酸化窒化シリコン膜を形成することができる。
【０３１５】
　次に、加熱処理を行い、酸化物絶縁膜から水、水素等を脱離させた。ここでは、窒素お
よび酸素雰囲気で、３５０℃、１時間の加熱処理を行った。
【０３１６】
　次に、酸化物絶縁膜上に窒化物絶縁膜を形成した。窒化物絶縁膜は、厚さ５０ｎｍの窒
化シリコン膜を形成した。窒化シリコン膜としては、流量２００ｓｃｃｍのシラン、流量
２０００ｓｃｃｍの窒素および流量１００ｓｃｃｍのアンモニアを原料ガスとし、処理室
の圧力を１００Ｐａ、基板温度を３５０℃とし、２０００Ｗの高周波電力を平行平板電極
に供給したプラズマＣＶＤ法により形成した。
【０３１７】
　次に、絶縁膜（酸化物絶縁膜および窒化物絶縁膜）の一部をエッチングして、ソース電
極およびドレイン電極の一部を露出する開口部を形成した。
【０３１８】
　次に、絶縁膜（窒化物絶縁膜）上に層間絶縁膜を形成した。ここでは、組成物を窒化物
絶縁膜上に塗布した後、露光および現像を行って、ソース電極またはドレイン電極の一部
を露出する開口部を有する層間絶縁膜を形成した。なお、層間絶縁膜として厚さ１．５μ
ｍのアクリル樹脂を形成した。この後、加熱処理を行った。当該加熱処理は、温度を２５
０℃とし、窒素を含む雰囲気で１時間行った。
【０３１９】
　次に、ソース電極またはドレイン電極の一部に接続する導電膜を形成した。ここでは、
スパッタリング法により厚さ１００ｎｍの酸化シリコンを含むＩＴＯを形成した。
【０３２０】
　以上の工程により、実施例試料のトランジスタを作製した。
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【０３２１】
　また、比較例として、実施例試料の絶縁膜が酸化物絶縁膜のみで窒化物絶縁膜が形成さ
れていない比較例試料のトランジスタを作製した。
【０３２２】
　上記の実施例試料および比較例試料において、試料の断面を断面走査透過型電子顕微鏡
（ＳＴＥＭ：Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃ
ｒｏｓｃｏｐｙ）で断面観察を行った。図１８（Ａ）に実施例試料のＳＴＥＭ像を、図１
８（Ｂ）に比較例試料のＳＴＥＭ像を示す。
【０３２３】
　図１８（Ａ）および図１８（Ｂ）に示すように、ソース電極およびドレイン電極を覆う
第１の酸化窒化シリコン膜および第２の酸化窒化シリコン膜中に図中の点線で囲んでいる
部分に空隙部が生じていることが確認できた。また、図１８（Ａ）に示すように、第２の
酸化窒化シリコン膜上の窒化シリコン膜には空隙部が生じていない。窒化シリコン膜によ
って、空隙部が遮断されていることが確認できた。
【０３２４】
　次に、上記の実施例試料および比較例試料のトランジスタのＶｇ－Ｉｄ特性を測定した
。
【０３２５】
　耐湿評価の加速寿命試験として、プレッシャークッカー試験（ＰＣＴ：Ｐｒｅｓｓｕｒ
ｅ　Ｃｏｏｋｅｒ　Ｔｅｓｔ）を行った。本実施例では、ＰＣＴとして温度１３０℃、湿
度８５％、圧力０．２３ＭＰａの条件で、実施例試料および比較例試料を１時間保持した
。
【０３２６】
　実施例試料および比較例試料において、ＧＢＴ（Ｇａｔｅ　Ｂｉａｓ　Ｔｅｍｐｅｒａ
ｔｕｒｅ）ストレス試験を行った。本実施例では、ＧＢＴストレス試験として、ダーク環
境下で、Ｖｇ＝－３０Ｖ、Ｖｄ＝０Ｖ、Ｖｓ＝０Ｖ、ストレス温度６０℃、光照射なし、
ストレス印加時間１時間で行った。なお、実測値はチャネル長（Ｌ）が６μｍ、チャネル
幅（Ｗ）が５０μｍ、酸化膜（ゲート絶縁膜）の膜厚（Ｔｏｘ）が２８０ｎｍであった。
【０３２７】
　図１９（Ａ）は、実施例試料のＧＢＴストレス試験の結果を、図１９（Ｂ）は、比較例
試料のＧＢＴストレス試験の結果を示す。また、図中の点線は、ＰＣＴをする前の測定結
果、図中の実線は、ＰＣＴをした後の測定結果を示している。また、図１９において、ド
レイン電圧（Ｖｄ：［Ｖ］）が１Ｖのときと１０Ｖのときの測定結果を示しており、横軸
は、ゲート電圧（Ｖｇ：［Ｖ］）、縦軸はドレイン電流（Ｉｄ：［Ａ］）を示す。なお、
「ドレイン電圧（Ｖｄ：［Ｖ］）」とは、ソースを基準としたドレインとソースの電位差
であり、「ゲート電圧（Ｖｇ：［Ｖ］）」とは、ソースを基準としたゲートとソースの電
位差である。
【０３２８】
　図１９（Ａ）に示すように、実施例試料のトランジスタは、ＰＣＴ前後で大きな変化は
見られなかった。一方、図１９（Ｂ）に示すように、比較例試料のトランジスタは、ＰＣ
Ｔ前後で大きく変化しており、ＰＣＴ後にしきい値がマイナス側にシフトしているのが確
認された。
【０３２９】
　実施例試料と比較例試料との差異は、第２の酸化窒化シリコン膜上に窒化シリコン膜が
あるか否かである。よって、ＰＣＴ後においても窒化シリコン膜の効果により、特性の変
動量を抑制することが可能であることが分かった。
【０３３０】
　よって、酸化窒化シリコン膜中の空隙部を窒化シリコン膜で遮断されていることにより
、酸化物半導体を用いた半導体装置においても安定した電気特性を付与し、高信頼性を実
現することができる。
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【実施例３】
【０３３１】
　本実施例では、酸化物絶縁膜上に窒化物絶縁膜の成膜温度の違いによるトランジスタの
特性の測定結果について説明する。
【０３３２】
　まずは、実施例試料のトランジスタの作製方法について説明する。
【０３３３】
　実施例試料は、実施例２の実施例試料の窒化シリコン膜の成膜温度を２２０℃にしたも
のを試料Ｂ１、実施例２の実施例試料と同様のもの（窒化シリコン膜の成膜温度が３５０
℃）を試料Ｂ２とする。
【０３３４】
　試料Ｂ１の窒化シリコン膜としては、流量５０ｓｃｃｍのシラン、流量５０００ｓｃｃ
ｍの窒素および流量１００ｓｃｃｍのアンモニアを原料ガスとし、処理室の圧力を２００
Ｐａ、基板温度を２２０℃とし、１０００Ｗの高周波電力を平行平板電極に供給したプラ
ズマＣＶＤ法により形成した。試料Ｂ２の窒化シリコン膜の形成方法は、試料Ｂ１の窒化
シリコン膜の基板温度を３５０℃とした以外は試料Ｂ１と同様である。
【０３３５】
　次に、上記の試料Ｂ１および試料Ｂ２のトランジスタのＶｇ－Ｉｄ特性を測定した。
【０３３６】
　耐湿評価の加速寿命試験として、プレッシャークッカー試験（ＰＣＴ）を行った。本実
施例では、ＰＣＴとして温度１３０℃、湿度８５％、圧力０．２０ＭＰａの条件で、試料
Ｂ１および試料Ｂ２を１時間保持した。
【０３３７】
　試料Ｂ１および試料Ｂ２において、ＧＢＴストレス試験を行った。本実施例では、ＧＢ
Ｔストレス試験として、ダーク環境下で、Ｖｇ＝－３０Ｖ～３０Ｖ、Ｖｄ＝０Ｖ、Ｖｓ＝
０Ｖ、ストレス温度６０℃、光照射なし、ストレス印加時間１時間で行った。なお、実測
値はチャネル長（Ｌ）が６μｍ、チャネル幅（Ｗ）が５０μｍ、酸化膜（ゲート絶縁膜）
の膜厚（Ｔｏｘ）が２８０ｎｍであった。
【０３３８】
　図２０（Ａ１）は、試料Ｂ１のＰＣＴ前のＧＢＴストレス試験の結果を、図２０（Ａ２
）は、試料Ｂ１のＰＣＴ後のＧＢＴストレス試験の結果を示す。また、図２０（Ｂ１）は
、試料Ｂ２のＰＣＴ前のＧＢＴストレス試験の結果を、図２０（Ｂ２）は、試料Ｂ２のＰ
ＣＴ後のＧＢＴストレス試験の結果を示す。また、図２０（Ａ１）、図２０（Ａ２）、図
２０（Ｂ１）および図２０（Ｂ２）において、ドレイン電圧（Ｖｄ：［Ｖ］）が１Ｖのと
きと１０Ｖのときの測定結果を示しており、横軸は、ゲート電圧（Ｖｇ：［Ｖ］）、縦軸
はドレイン電流（Ｉｄ：［Ａ］）および電界効果移動度（μＦＥ：［ｃｍ２／Ｖｓ］）を
示す。また、図２０（Ａ３）および図２０（Ｂ３）に、試料Ｂ１および試料Ｂ２のＰＣＴ
前後のしきい値の変動量（ΔＶｔｈ）とシフト値の変化量（ΔＳｈｉｆｔ）を示す。
【０３３９】
　また、本明細書中において、しきい値電圧（Ｖｔｈ）は、ゲート電圧（Ｖｇ：［Ｖ］）
を横軸、ドレイン電流の平方根（Ｉｄ（１／２）：［Ａ］）を縦軸としてプロットした曲
線において、最大傾きであるＩｄ（１／２）の接線を外挿したときの、接線とＶｇ軸（す
なわち、Ｉｄ（１／２）が０Ａ）との交点のゲート電圧で定義する。なお、本明細書中に
おいては、ドレイン電圧Ｖｄを１０Ｖとして、しきい値電圧を算出する。
【０３４０】
　また、本明細書中において、シフト値（Ｓｈｉｆｔ）は、ゲート電圧（Ｖｇ：［Ｖ］）
を横軸、ドレイン電流（Ｉｄ：［Ａ］）の対数を縦軸にプロットした曲線において、最大
傾きであるＩｄの接線を外挿したときの直線Ｉｄ＝１．０×１０－１２［Ａ］との交点の
ゲート電圧で定義する。なお、本明細書中においては、ドレイン電圧Ｖｄを１０Ｖとして
、シフト値を算出する。
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【０３４１】
　図２０（Ａ３）および図２０（Ｂ３）に示すように、試料Ｂ１および試料Ｂ２のトラン
ジスタは、ＰＣＴ前後で若干ではあるがしきい値電圧とシフト値に変化が見られ、劣化し
ているのが確認できた。また、試料Ｂ２（窒化シリコン膜の成膜温度が３５０℃）のトラ
ンジスタの方が試料Ｂ１（窒化シリコン膜の成膜温度が２２０℃）のトランジスタよりし
きい値電圧とシフト値の変化量が小さいことが確認できた。
【実施例４】
【０３４２】
　本実施例では、絶縁膜の一部である窒化シリコン膜のＲＢＳ（Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ　
Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）分析結果および二次イオン
質量分析法（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔ
ｒｙ）による評価結果について説明する。
【０３４３】
　まず、分析した試料について説明する。
【０３４４】
　試料は、シリコンウェハ１１上に、プラズマＣＶＤ法により窒化シリコン膜１２を形成
して、作製した（図２１参照）。窒化シリコン膜１２は、条件Ｃ１および条件Ｃ２の２条
件を用いて形成し、それぞれの条件で形成した試料を試料Ｃ１および試料Ｃ２とした。
【０３４５】
　条件Ｃ１は、シリコンウェハ１１を保持する温度を２２０℃とし、流量５０ｓｃｃｍの
シラン、流量５０００ｓｃｃｍの窒素および流量１００ｓｃｃｍのアンモニアを原料ガス
とし、処理室の圧力を２００Ｐａ、１０００Ｗの高周波電力を平行平板電極に供給したプ
ラズマＣＶＤ法により厚さ１００ｎｍの窒化シリコン膜１２を形成した。
【０３４６】
　条件Ｃ２は、シリコンウェハ１１を保持する温度を３５０℃とし、流量２００ｓｃｃｍ
のシラン、流量２０００ｓｃｃｍの窒素および流量１００ｓｃｃｍのアンモニアを原料ガ
スとし、処理室の圧力を２００Ｐａ、２０００Ｗの高周波電力を平行平板電極に供給した
プラズマＣＶＤ法により厚さ３００ｎｍの窒化シリコン膜１２を形成した。
【０３４７】
　次に、試料Ｃ１および試料Ｃ２を評価した。ＲＢＳ結果を表１に示す。
【０３４８】
【表１】

【０３４９】
　試料Ｃ１には、シリコンが２６．５ａｔｏｍｉｃ％、窒素が４５．５ａｔｏｍｉｃ％、
水素が２８．１ａｔｏｍｉｃ％含有されていることが確認された。試料Ｃ２には、シリコ
ンが４０．０ａｔｏｍｉｃ％、窒素が４９．２ａｔｏｍｉｃ％、水素が１０．８ａｔｏｍ
ｉｃ％含有されていることが確認された。したがって、試料Ｃ２は試料Ｃ１に比べて、そ
の組成における水素の割合が低減されていることが確認された。
【０３５０】
　次に、ＳＩＭＳ分析結果を図２２に示す。
【０３５１】
　図２２（Ａ）に試料Ｃ１のＳＩＭＳによる水素、酸素、フッ素および炭素の濃度プロフ
ァイルを、図２２（Ｂ）に試料Ｃ２のＳＩＭＳによる水素、酸素、フッ素および炭素の濃
度プロファイルを示す。
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【０３５２】
　また、図２２のＳＩＭＳ分析結果の詳細を表２に示す。
【０３５３】
【表２】

【０３５４】
　試料Ｃ１には、水素が２．８×１０２２ａｔｏｍｓ／ｃｍ３、酸素が１．０×１０１９

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３、フッ素が２．３×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３、炭素が５．５×１
０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３含有されていることが確認された。試料Ｃ２には、水素が１．
６×１０２２ａｔｏｍｓ／ｃｍ３、酸素が６．８×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３、フッ素
が７．４×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３、炭素が７．４×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３含
有されていることが確認された。したがって、ＲＢＳ結果と同様に、試料Ｃ２は試料Ｃ１
に比べて、その組成における水素の割合が低減されていることが確認された。また、試料
Ｃ２は試料Ｃ１に比べて、水素、酸素、フッ素および炭素等の不純物の濃度が少ないこと
が確認された。
【実施例５】
【０３５５】
　本実施例では、絶縁膜中に生じた空隙部が水や水素等の浸入経路となっているか検証を
行った。検証の評価方法としては、ＳＩＭＳを用いた。
【０３５６】
　まず、試料について図２３を用いて説明する。試料は、図２３（Ａ）に示す酸化物半導
体膜上に電極があって空隙部が発生する試料Ｄ１と図２３（Ｂ）に示す酸化物半導体膜上
に電極がなく、空隙部が発生しない試料Ｄ２の２種類用意した。
【０３５７】
　ガラス基板２１上にゲート絶縁膜２２および酸化物半導体膜２３を形成し、加熱処理を
行い、酸化物半導体膜２３に含まれる水、水素等を脱離させた。ここでは、窒素雰囲気で
、４５０℃、１時間の加熱処理を行った後、窒素および酸素雰囲気で、４５０℃、１時間
の加熱処理を行った。
【０３５８】
　次に、ゲート絶縁膜２２および酸化物半導体膜２３上に導電膜を形成し、フォトリソグ
ラフィ工程により該導電膜上にマスクを形成し、該マスクを用いて該導電膜の一部をエッ
チングし、電極２４を形成した。
【０３５９】
　次に、減圧された処理室に基板を移動し、２２０℃で加熱した後、一酸化二窒素が充填
された処理室に基板を移動させた。次に、処理室に設けられる上部電極に２７．１２ＭＨ
ｚの高周波電源を用いて１５０Ｗの高周波電力を供給して発生させた酸素プラズマに酸化
物半導体膜を曝した。
【０３６０】
　ここまでは、実施例１を参酌することができる。
【０３６１】
　次に、上記プラズマ処理の後、大気に曝すことなく、連続的に酸化物半導体膜２３およ
び電極２４上に絶縁膜２７を形成した。絶縁膜２７は、酸化物絶縁膜２５上に窒化物絶縁
膜２６が形成されている積層構造である。酸化物絶縁膜２５は、厚さ５０ｎｍの第１の酸
化窒化シリコン膜２５ａおよび厚さ４００ｎｍの第２の酸化窒化シリコン膜２５ｂを積層
して形成した。
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【０３６２】
　第１の酸化窒化シリコン膜２５ａとしては、流量３０ｓｃｃｍのシランおよび流量４０
００ｓｃｃｍの一酸化二窒素を原料ガスとし、処理室の圧力を４０Ｐａ、基板温度を２２
０℃とし、１５０Ｗの高周波電力を平行平板電極に供給したプラズマＣＶＤ法により形成
した。
【０３６３】
　第２の酸化窒化シリコン膜２５ｂとしては、流量１６０ｓｃｃｍのシランおよび流量４
０００ｓｃｃｍの一酸化二窒素を原料ガスとし、処理室の圧力を２００Ｐａ、基板温度を
２２０℃とし、１５００Ｗの高周波電力を平行平板電極に供給したプラズマＣＶＤ法によ
り形成した。当該条件により、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含み、加
熱により酸素の一部が脱離する酸化窒化シリコン膜を形成することができる。
【０３６４】
　次に、加熱処理を行い、酸化物絶縁膜から水、水素等を脱離させた。ここでは、窒素お
よび酸素雰囲気で、３５０℃、１時間の加熱処理を行った。
【０３６５】
　次に、酸化物絶縁膜２５上に窒化物絶縁膜２６を形成した。窒化物絶縁膜２６は、厚さ
５０ｎｍの窒化シリコン膜を形成した。窒化シリコン膜としては、流量５０ｓｃｃｍのシ
ラン、流量５０００ｓｃｃｍの窒素および流量１００ｓｃｃｍのアンモニアを原料ガスと
し、処理室の圧力を２００Ｐａ、基板温度を２２０℃とし、２０００Ｗの高周波電力を平
行平板電極に供給したプラズマＣＶＤ法により形成した。
【０３６６】
　以上により、試料Ｄ１を作製した。また、電極の形成を行わないものを試料Ｄ２として
作製した（図２３参照）。
【０３６７】
　試料Ｄ１および試料Ｄ２にプレッシャークッカー試験（ＰＣＴ）を行った。本実施例で
はＰＣＴとして、温度１３０℃、湿度８５％（気体中に含まれる水蒸気の体積比がＨ２Ｏ
（水）：Ｄ２Ｏ（重水）＝４：１）、２．０気圧（０．２０ＭＰａ）の条件で試料Ｄ１お
よび試料Ｄ２を１５時間保持した。
【０３６８】
　本実施例において、重水などで表現している「Ｄ原子」とは、質量数が２である水素原
子（２Ｈ）を表している。
【０３６９】
　ＳＩＭＳ分析としてＳＳＤＰ（Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　Ｓｉｄｅ　Ｄｅｐｔｈ　Ｐｒｏｆ
ｉｌｅ）－ＳＩＭＳ（裏面からのＳＩＭＳ測定）を用いて、ＰＣＴ試験後の試料Ｄ１およ
び試料Ｄ２に対して、各試料のＨ原子およびＤ原子の濃度を測定した。
【０３７０】
　図２４（Ａ）に試料Ｄ１のＰＣＴ試験後のＳＩＭＳによるＨ原子およびＤ原子の濃度プ
ロファイルを、図２４（Ｂ）に試料Ｄ２のＰＣＴ試験後のＳＩＭＳによるＨ原子およびＤ
原子の濃度プロファイルを示す。図２４（Ａ）および図２４（Ｂ）において、Ｄ原子（自
然存在値：自然存在比から導いた値）プロファイルは、Ｄ原子の存在比が０．０１５％と
してＨ原子のプロファイルから算出した自然界に存在するＤ原子の濃度プロファイルであ
る。よって、ＰＣＴ試験によって試料中に混入したＤ原子量は、実測のＤ原子濃度と自然
存在値のＤ原子濃度との差分となる。
【０３７１】
　試料Ｄ１と試料Ｄ２を比較すると、図２４（Ａ）に示すように、酸化物半導体膜上に電
極があって空隙部が発生することにより、酸化物半導体膜中の実測のＤ原子の濃度プロフ
ァイルが高濃度に増大しており、酸化物半導体膜中にＤ原子が多量に混入したことがわか
る。したがって、試料Ｄ１は、外部からの水（Ｈ２Ｏ、Ｄ２Ｏ）に対し、バリア性が低い
ことが確認できた。
【符号の説明】
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【０３７２】
１１　　シリコンウェハ
１２　　窒化シリコン膜
２１　　ガラス基板
２２　　ゲート絶縁膜
２３　　酸化物半導体膜
２４　　電極
２５　　酸化物絶縁膜
２５ａ　　第１の酸化窒化シリコン膜
２５ｂ　　第２の酸化窒化シリコン膜
２６　　窒化物絶縁膜
２７　　絶縁膜
３１　　酸化物半導体膜
３２　　酸化物絶縁膜
３２ａ　　酸化物絶縁膜
３２ｂ　　酸化物絶縁膜
４００　　基板
４０１　　下地絶縁膜
４０２　　ゲート電極
４０４　　ゲート絶縁膜
４０４ａ　　ゲート絶縁膜
４０４ｂ　　ゲート絶縁膜
４０６　　半導体膜
４０７ａ　　導電膜
４０７ｂ　　導電膜
４０７ｃ　　導電膜
４０８ａ　　ソース電極
４０８ｂ　　ドレイン電極
４１０　　酸化物絶縁膜
４１０ａ　　酸化物絶縁膜
４１０ｂ　　酸化物絶縁膜
４１０ｃ　　酸化物絶縁膜
４１０ｄ　　酸化物絶縁膜
４１０ｅ　　酸化物絶縁膜
４１１　　窒化物絶縁膜
４１２　　絶縁膜
４１３　　空隙部
４１４　　層間絶縁膜
４１６　　電極
４５０　　トランジスタ
５１０　　酸化物絶縁膜
５１０ａ　　酸化物絶縁膜
５１０ｂ　　酸化物絶縁膜
５１１　　窒化物絶縁膜
５１２　　ゲート絶縁膜
５３０　　絶縁膜
５５０　　トランジスタ
５５２　　ゲート電極
５６０　　トランジスタ
５７０　　トランジスタ
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５８０　　トランジスタ
６０１　　基板
６０２　　フォトダイオード
６０６ａ　　半導体膜
６０６ｂ　　半導体膜
６０６ｃ　　半導体膜
６０８　　接着層
６１３　　基板
６３２　　絶縁膜
６３３　　平坦化膜
６３４　　平坦化膜
６４０　　トランジスタ
６４１ａ　　電極
６４１ｂ　　電極
６４２　　電極
６４３　　導電膜
６４５　　導電膜
６５６　　トランジスタ
６５８　　フォトダイオードリセット信号線
６５９　　ゲート信号線
６７１　　フォトセンサ出力信号線
６７２　　フォトセンサ基準信号線
９０１　　基板
９０２　　画素部
９０３　　信号線駆動回路
９０４　　走査線駆動回路
９０５　　シール材
９０６　　基板
９０８　　液晶層
９１０　　トランジスタ
９１１　　トランジスタ
９１３　　液晶素子
９１５　　接続端子電極
９１５ａ　　接続端子電極
９１５ｂ　　接続端子電極
９１６　　端子電極
９１７　　導電膜
９１８　　ＦＰＣ
９１８ａ　　ＦＰＣ
９１８ｂ　　ＦＰＣ
９１９　　異方性導電剤
９２１　　層間絶縁膜
９２２　　ゲート絶縁膜
９２３　　絶縁膜
９２４　　絶縁膜
９２５　　シール材
９３０　　電極
９３１　　電極
９３２　　絶縁膜
９３３　　絶縁膜
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９３５　　スペーサ
９３６　　シール材
９４１　　電極
９４３　　液晶素子
９４４　　絶縁膜
９５０　　窒化シリコン膜
９５１　　発光層
９５５　　接続端子電極
９６０　　隔壁
９６３　　発光素子
９６４　　充填材
９７１　　ソース電極
９７３　　ドレイン電極
９７５　　共通電位線
９７７　　共通電極
９８５　　共通電位線
９８７　　共通電極
９０００　　テーブル
９００１　　筐体
９００２　　脚部
９００３　　表示部
９００４　　表示ボタン
９００５　　電源コード
９０３３　　留め具
９０３４　　スイッチ
９０３５　　電源スイッチ
９０３６　　スイッチ
９０３８　　操作スイッチ
９１００　　テレビジョン装置
９１０１　　筐体
９１０３　　表示部
９１０５　　スタンド
９１０７　　表示部
９１０９　　操作キー
９１１０　　リモコン操作機
９２０１　　本体
９２０２　　筐体
９２０３　　表示部
９２０４　　キーボード
９２０５　　外部接続ポート
９２０６　　ポインティングデバイス
９６３０　　筐体
９６３１　　表示部
９６３１ａ　　表示部
９６３１ｂ　　表示部
９６３２ａ　　領域
９６３２ｂ　　領域
９６３３　　太陽電池
９６３４　　充放電制御回路
９６３５　　バッテリー
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９６３６　　ＤＣＤＣコンバータ
９６３７　　コンバータ
９６３８　　操作キー
９６３９　　ボタン
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【図５】 【図６】



(47) JP 6525423 B2 2019.6.5

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】
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